
「
二
条
大
路
木
簡
」
と
古
代
の
食
料
品
貢
進
制
度

は

じ

め

に

一
九
八
八
年
に
あ
い
つ
い
で
土
中
か
ら
発
見
さ
れ
た

「長
屋
王
家
木
簡
」
と

「
二
条
大
路
木
簡
」
は
各
々
荻
万
点
に
も
及
ぶ
と
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の

出
土
は
木
簡
発
掘
史
上
正
に
未
曽
有
の
出
来
事
で
あ

っ
た
。
現
在
整
理
中
と
の

こ
と
で
、
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
日
が
待
た
れ
る
。

一
九
九
〇
年
五
月
に

「
二
条
大
路
木
簡
」
に
関
す
る
第

一
報
の
概
報
が

『
平

城
官
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報

（二
十
二
）
―
十
二
条
大
路
木
簡

一
―
―
』
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
貢
進
物
付
札
の
新
出
史
料
が
数
多
く
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
は
同

一
国
に
関
す
る
付
札
が
か
な
り
の
纏
ま
り
の

〃
木
簡
群
〃
を
な
し
て
い
る
例
も
み
ら
れ
、
お
お
い
に
注
目
さ
れ
る
。
ま
た

一

九
九
一
年

（本
年
）
五
月
に
は

『
平
城
官
発
掘
調
査
出
土
木
筒
概
報

全
一十
四
）

―
十
二
条
大
路
木
筒
二
十
１
』
と
し
て
同
地
区
の
木
簡
に
関
す
る
第
二
報
の
概

報
が
刊
行
さ
れ
、
そ
こ
に
も
貢
進
物
付
札
を
始
め
と
し
て
多
く
の
注
目
す
べ
き

新
出
の
木
筒
史
料
が
み
ら
れ
る
。

樋

本
稿
で
は
現
段
階
で
釈
文
の
知
ら
れ
て
い
る

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
の
木
筒

史
料
、
と
く
に
貢
進
物
付
札
を
手
が
か
り
と
し
て
、
古
代
に
お
け
る
食
料
品
貢

進
制
度
を
め
ぐ
る
幾
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
吋
呼

コ
一条
大
路
木
簡
」

の
全
貌
が
未
だ
不
明
な
現
在
、
こ
う
し
た
試
み
が
正
に
試
論
の
域
を
脱
し
難
い

こ
と
は
朗
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
と
こ
ろ
の
大
量
の
木
簡
出
土
は
従
来
ま
で
の

木
簡
の
研
究
に
様
々
な
方
法
上
の
反
省

・
熱
考
を
迫
る
ほ
ど
の
多
大
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
木
簡
を
用
い
た
古
代
史
の
研
究
法
に

つ
い
て
の
新
た
な
模
索
は
そ
れ
ら
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
前
に
既
に
開
始
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
が
、
今
後
の
貢
進
物
付
札
を
用
い

た
古
代
史
研
究
に
と
っ
て
何
ら
か
の
叩
き
台
に
で
も
な
れ
ば
、
望
外
の
幸
い
で

あ
る
。

一　
参
河
国
播
豆
郡
諸
島
の
贄
貢
進
付
札
を

め
ぐ
る
問
題

（
一
）

「二
条
大
路
木
筒
」
出
土
前
に
確
認
さ
れ
て
い
た
参
河
国
播
豆
郡
諸
島
の
贄

知

士
J巳ヽ



「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

付
札
は
四
八
点
で
あ

っ
た
が
、
現
在
は
そ
の
倍
近
い
九
〇
点
を
数
え
る
に
至
っ

て
い
る
。
増
加
分
四
二
点
の
う
ち
左
京
三
条
二
坊

一
坪
の
上
坑
Ｓ
Ｋ
五
〇
七
四

出
上
の
一
点

（
一
九
七
次
）
、
東
二
坊
坊
間
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
六
九
九
出
上
の

二
点

（
一
九
三
次
Ｂ
区

。
一
九
八
次
Ａ
区
）
以
外
は
、
全
て
三
条
大
路
の
南
北

の
溝
か
ち
出
土
し
て
い
る
。
末
尾
に
付
録
と
し
て
播
豆
郡
諸
島
の
贄
付
札
の
一

覧
を
掲
げ
た
の
で
、
以
下
参
照
さ
れ
た
い
。

従
来
、
播
豆
郡
の

「篠
嶋
」

「析
嶋
」
と
い
つ
た
島
名
を
と
も
な
う
贄
付
札

は
い
官
廷
に
伝
統
的
に
隷
属
し
、
長
年
に
わ
た
っ
て
海
産
物
を
供
給
し
て
き
た

特
定
の
専
業
貢
納
集
団
に
よ
る
贄
の
付
札
で
あ
り
、
部
民
制
的
な
古
い
貢
進
形

態
を
よ
く
残
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
き
た
根
拠
は
、

（１
）
国
郡
名
の
あ
と
に

「
×
嶋
海
部
供
奉
」
と
記
す

独
特
な
書
式
か
ら
、
こ
れ
ら
の
島
の
海
部
が
各
々
集
団
と
し
て
天
皇
に
供
奉
さ

れ
る
供
御
物
の
食
料
品
で
あ
る
贄
を
伝
統
的
に
貢
進
し
て
き
た
こ
と
が
想
定
で

き
る
、

（２
）
「月
料
」
の
貢
進
形
態
は

『
延
喜
式
』
内
膳
司
式
に
み
え
る

「旬

料
」
の
贄
の
そ
れ
に
類
似
し
て
お
崎
、
こ
う
し
た
通
年
的

・
恒
常
的
な
貢
進
形

態
も
播
豆
郡
諸
島
の
海
部
が
供
御
海
産
物
を
貢
上
す
る
贄
人
的
な
存
在
で
あ

っ

（３
）

た
こ
と
を
思
わ
せ
る
、
の
二
点
で
あ
る
。
右
の
二
点
は
大
方
妥
当
な
見
方
と
し

て
多
く
の
研
究
者
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
確
か
に
天
平

期
頃
の
播
豆
郡
諸
島
つ
贄
貢
進
形
態
に
は
律
令
制
前
の
専
業
的
な
海
産
物
貢
納

集
団
の
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
諸
説
に
は
、
律
令
制
前
と
の
連
続
性
に

目
を
奪
わ
れ
る
あ
ま
り
、
八
世
紀
段
階
の
同
郡
海
部
の
贄
貢
進
形
態
を
部
民
制

的
な
古
い
形
態
の
残
存
と
し
て
や
や

一
面
的
に
捉
え
る
傾
向
が
あ

っ
た
よ
う
に

窺
わ
れ
る
。
木
簡
を
用
い
た
贄
研
究
を
精
力
的
に
推
し
進
め
た
鬼
頭
清
明
氏
は
、

播
豆
郡
諸
島
の
海
部
を

「
五
〇
戸

一
里
制
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
集
団
」
セ

・

す
る
見
方
を
提
起
し
た
が
、
そ
れ
以
来
こ
れ
ら
の
海
部
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
セ

し
て

〃
律
令
制
の
原
理

。
原
則
に
馴
染
み
に
く
い
民
〃
で
あ
る
と
い
う
認
識
が

少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
同
郡

諸
島
の
海
部
が
里

（郷
）
制
の
適
用
を
受
け
た
と
み
る
長
山
泰
孝
氏
に
あ

っ
て

も
、
海
部
は

「里
制
や
編
戸
制
の
適
用
を
う
け
な
が
ら
も
、
そ
の
伝
統
に
よ
っ

て
新
し
い
調
制
に
馴
染
ま
ず
、
水
産
物
を
贄
と
し
て
貢
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（５
）

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
二
条
大
路
か
ら
出
土
し
た
新
出
木
簡
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
見
方

に
疑
間
を
抱
か
せ
る
に
充
分
な
内
容
を
も
つ
ヽ
の
が
み
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ

る
。　
ま
ず
６８

。
６９

，
８６

・
８９
の
四
点
の
付
札
に
は

「析
鳴
郷
」

「篠
嶋
郷
」
と

島
名
に

「郷
」
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
播
豆
郡
の
海
部
が
郷

（里
）
制
外
の
集

団
で
あ

っ
た
と
す
る
見
方
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
か
な
り
揺
ら
い
だ
と
い
っ
て
よ

ぃ
。
ま
た
６９
に
は
裏
面
に

「海
部
首
相
佐
米
」
と
あ
る
が
、
形
式
か
ら
み
て
上

四
字
は
人
名
、
そ
れ
も
貢
進
主
体
の
も
の
と
み
る
他
な
い
よ
う
で
あ
崎
）
こ
れ

に
よ
っ
て
も
同
郡
海
部
の
海
産
物
貢
進
が
律
令
制
的
原
理

。
原
則
に
馴
染
み
に

く
い
も
の
で
あ
る
と
や
や
単
純
に
理
解
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
見
方

に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
男
ら
か
で
あ
ろ
う
。
海
部
ｔ
郷
里
制
と
あ
関



わ
り
、
及
び
海
部
か
ら
の
贄
収
取
の
具
体
的
様
相
な
ど
の
解
明
が
不
可
避
と
な

っ
て
く
る
。
以
下
本
節
で
は

「
二
条
大
路
木
簡
」
の
新
史
料
を
用
い
て
、
播
豆

郡
諸
島
の
贄
貢
進
の
再
検
討
を
行
な
い
た
い
。

（一
一）

播
豆
郡
諸
島
の
贄
付
札
に
み
え
る

「篠
鳴
」
「析
嶋
」
と
い
っ
た
表
記
の
意

味
や
篠
鳴

・
析
嶋

（現
佐
久
島
）
・
比
莫
嶋

（現
日
間
賀
島
）
三
諦
ゲ
贄
貢
進
に

お
け
る
関
係
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
幾
名
か
の
研
究
者
に
よ

っ
て
論
及
さ
れ
て
き
た
。

今
泉
隆
雄
氏
は
、
贄
付
札
に
み
ら
れ
る
貢
進
月
記
載
に
注
目
し
、　
一
部
の
例

外
を
除
い
て
篠
嶋
が
偶
数
月
（
析
鳴
が
奇
数
月
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両

島
隔
月
交
互
貢
進
つ
原
則
が
あ

っ
た
と
論
じ
た
。
ま
た
こ
の
原
則
か
ら
す
れ
ば

例
外
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
両
島
に
贄
貢
進
が
み
ら
れ
る
八
月
料
の
付
札
の
中
に
、

両
島
間
で
同
筆
の
も
の
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
（
７

・
Ｖ
）
、
こ
の
例
に
よ
っ

て
贄
付
札
の
記
載
は
郡
衝
段
階
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
た
。
但
し
両
島
の
地
理

上
の
位
置
の
点
か
ら
、
付
札
の
記
載
は
郡
衛
の
官
人
が
両
島
に
出
向
い
た
際
に

記
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
い
術
一
な
お
今
泉
氏
の
研
究
が
発
表
さ
れ
た

段
階
で
は
播
豆
郡
の
贄
付
札
は
１
１
３７
ま
で
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「篠
嶋
」

「析
鳴
」
の
二
島
の
島
名
記
載
を
も
つ
も
の
の
み
で
あ

っ
た
。

つ
い
で
高
島
英
之
氏
が
、
「比
莫
嶋
」
と
記
さ
れ
た
贄
付
札

（４０
と
４２

・
４７
）

が
出
上
し
た
段
階
で
あ
ら
た
め
て
島
名
記
載
と
貢
進
月
の
関
係
を
問
題
に
し
、

篠
嶋
が
偶
数
月
、
析
嶋
が
奇
象
月
と
い
う
傾
向
を

一
応
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
時

点
で
両
島
の
島
名
を
記
し
た
付
札
に
は
全
く
確
認
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
四
月
料

・
九
月
料
の
付
札
が

「比
莫
嶋
」
記
載
を
も
つ
付
札
中
に
見
出
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
奈
良
時
代
に
は
三
島
持
ち
回
り
の
贄
貢
進
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
、
と

の
理
解
を
示
し
た
。
ま
た
付
札
の
作
成
段
階
に
つ
い
て
は
今
泉
説
の
と
お
り
郡

衡
段
階
と
す
る
が
、
播
豆
郡
諸
島
は
郷

（里
）
に
編
成
さ
れ
て
い
て
も
そ
こ
に

所
在
す
る
海
部
は
里
制
の
適
用
外
で
あ
り

「郡
の
特
別
な
統
轄
下
」
に
あ

っ
た

と
し
て
い
術
一
ち
な
み
に
そ
の
段
階
で
知
ら
れ
て
い
た
贄
付
札
は
■
ぞ
４７
ま
で

で
あ
る
。
二
条
大
路
出
上
の
新
た
な
木
簡
の
中
に
は
析
鳴
の
四
月
料
の
付
札
が

三
点

（６３
を
６５
）
ヽ
篠
嶋
の
九
月
料
の
付
札
が

一
点

（８５
）
あ
り
ヽ
こ
れ
で
篠
嶋

・
析
鳴
両
島
で
全
て
の
月
の
付
札
が
出
揃

っ
た
。
高
島
氏
の
三
島
持
ち
回
り
制

の
想
定
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
最
早
成
立
し
難
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

福
岡
猛
志
氏
も
、
や
は
り
比
莫
嶋
の
付
札
の
出
上
の
の
ち
に
、
こ
う
し
た
問

題
に
論
及
し
て
い
る
。
福
岡
氏
は
ま
ず
今
泉
氏
の
篠
嶋

・
析
嶋
両
島
隔
月
交
互

（Ю
）

貢
進
説
に
つ
い
て
、
そ
れ
で
は
説
明
が
つ
き
に
く
い
少
数
例
を
重
視
す
る
と
と

も
に
、
比
莫
嶋
の
付
札
に
偶
数
月

・
奇
数
月
の
両
方
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
比
莫
鳴
を
含
め
た
三
島
と
郷

（里
）
制
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
も
見
解
を
示
し
、
三
島
は
既
に
浄
御
原
令
制
以
来
里

（郷
）
制

に
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、
海
部
に
対
し
て
は

「そ
れ
は
実
態
に
あ
わ
な
い
の
で
、

実
態
に
即
応
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で

『芳
図
郡
海
部
』
と
い
う
属
人
的
把
握
を

試
み
」
、
「さ
ら
に
そ
れ
を
属
地
的
な
も
の
に
き
り
か
え
て
行
こ
う
と
す
る
政
策

の
中
で
、
篠
鳴
海
部

・
比
莫
嶋
海
部

。
析
嶋
海
部
と
い
う
政
府
側
の
把
握
が
生
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ま
れ
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
播
豆
郡
付
札
に
み

え
る

「
×
嶋
」
の
表
記
は
郷
制
と
は
関
係
な
く
属
地
的
原
理
に
よ
っ
て
海
部
を

把
握
す
る
単
位
で
あ

っ
て
、
郷

（里
）
制
の
原
理
で
は
こ
の
地
の
海
民
な
把
握

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
贄
の
確
保
の
要
請
と
相
倹

っ
て
、
令
制
前
の
遺
制
で

あ
る
海
部
の
復
活
を
も
た
ら
し
た
、
と
の
推
察
を
述
べ
て
い
術
呼

き
て

「比
莫
鳴
」
の
記
載
を
も
つ
付
札
が
出
土
し
て
以
来
、
高
島
氏
の
よ
う

に

「篠
嶋
」

「析
鳴
」
と
記
さ
れ
た
付
札
と

「比
莫
嶋
」
と
記
さ
れ
た
付
札
と

が
同
時
期
に
併
存
し
て
い
た
と
み
る
見
方
が
か
な
リ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
広
ま
っ

て
い
た
よ
う
に
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
ま
ず
こ
う
し
た
理
解
に

は
疑
間
が
も
た
れ
る
。
三
島
の
贄
貢
進
に
お
け
る
関
係
や

「
×
鳴
」
表
記
の
意

味
、
郷
制
と
の
関
わ
り
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
点
は
か
な
り
重

要
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
現
時
点
で
知
ら
れ
て
い
る
播
豆
郡
の
贄
付
札
の
中
で
は
篠

嶋

・
析
嶋
つ
も
の
と
比
莫
嶋
の
も
の
と
で
は

「
ハ
ヅ
郡
」
の
漢
字
表
記
が
異
な

っ
て
お
り
、
前
者
は
全
て

「播
豆
郡
」
を
、
後
者
は

「芳
豆
郡
」
「芳
図
郡
」

を
用
い
て
い
る
。
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
碕
）
概
し
て
後
者
の
方
が
相
対
的
に

古
い
表
記
法
に
よ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

両
者
の
贄
付
札
の
時
期
的
関
係
を
、
出
土
状
況
か
ら
考
え
た
い
。
ま
ず
全
て

が

「婚
豆
郡
」

の
表
記
を
も
つ
篠
嶋

・
析
嶋
の
付
札
の
場
合
で
あ
る
が
、

１

ｉ
３５
ま
で
は
内
一異
北
外
郭
内
の
上
坑
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
か
ら
出
上
し
た
も
の
で
あ
り

（
一
三
次
）
、
『
平
城
官
木
筒
　
一　
解
説
』
に
よ
れ
ば
、
同
所
か
ら
出
土
し
た

木
筒
は

一
括
遺
物
で
天
平

一
九
年

（七
四
七
）
頃
に
い
っ
ぺ
ん
に
埋
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
今
泉
氏
は
こ
う
し
た
出
土
状
況
、
お
よ
び
出
上
し

た
播
豆
郡
の
贄
付
札
の
中
に

「潤
九
月
料
」
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
出
上
の
播
豆
郡
の
贄
付
札
は
み
な
天
平

一
八
年

（七
四
一◇

の

（‐３
）

も
の
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
同
年
か
ら
外
れ
る
も
の
が
あ
る
可
能
性

も
な
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
時
期
的
に
大
き
く
遡
る
も
の
が
存
す
る
と
は

考
え
に
く
い
。
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
出
上
の
も
の
以
外
の
付
札
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
３６
。

３７
は
い
わ
ゆ
る
第

一
次
大
極
殿
院
西
接
地
点
の
溝
Ｓ
Ｄ
三
八
二
五
で
出
上
し
た

も
の
で
あ
る
が
０
一八
次
）
、
３６
に
は
年
号
の
記
載
が
あ
り
、
天
平

一
八
年

一
二

月
料
の
贄
を
翌

一
九
年
に
な

っ
て
か
ら
貢
進
し
た
際
の
付
札
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
、
１
を
３５
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
の
も
の
と
な
る
。
但
し
同
地
点
で
出
上
し

た
３７
も
同
時
期
の
も
の
と
み
て
よ
い
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
何
と
も
い
え
な
い
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
３８
は
官
域
東
部
の
大
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
Ｂ

（
一
二
九
次
）
か

ら
出
上
し
た
が
、
同
焉
は
天
平
後
半
イ
天
平
宝
字
期
に
掘
ら
れ
た
と
み
ら
れ
て

お
り
、
遺
構
か
ら
出
た
木
簡
の
年
紀
も
天
平
後
半
に
ほ
ぼ
収
ま
る
の
範
）
天
平

後
期
頃
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
比
較
的
高
い
。　
３９
は
大
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇

（
一
五
四
次
）
出
上
で
あ
り
、
同
遺
構
出
上
の
木
簡
は
堆
積
層
の
層
序
に
従

っ

て
年
代
順
に
出
上
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
満
）
こ
の
木
簡
が
何
れ
の
層
か
ら
出

上
し
た
か
は
詳
報
が
な
い
た
め
、
そ
の
年
代
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
。

「
二
条
大
路
木
筒
」
出
土
以
前
に
知
ら
れ
て
い
た
篠
嶋

。
析
嶋
の
贄
付
札
は
、

こ
の
よ
う
に
大
部
分
が
明
ら
か
に
天
平
年
間
の
終
わ
り
頃
の
も
の
で
あ

っ
た
と



み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
だ
い
た
い
天
平
七

・
八
年

（七
三
五
・
七
三
一０

前
後

の
時
期
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
範
ギ
ニ
条
大
路
木
簡
」
中
の
播
豆
郡
の
贄
付
札

に
も
篠
嶋
と
析
嶋
の
も
の
の
み
し
か
な
く
、

「比
莫
嶋
」

と
書
か
れ
た
も
の
は

一
点
社
な
い
の
で
あ
る
。　
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
出
上
の
三
五
点
、　
コ
一条
大
路
木
簡
」

中
の
三
九
点
と
い
う
計
七
四
点
に
お
よ
ぶ
播
豆
郡
贄
付
札
の
天
平
期
の
一
括
資

料
中
に
篠
嶋

。
析
嶋
二
島
以
外
の
島
名
が
全
く
み
え
な
い
と
い
う
点
に
は
、
あ

（‐７
）

ら
た
め
て
注
酢
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
方
の
比
莫
嶋
の
贄
付
札
の
出
土
状
況
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
４７
に
つ
い
て

は
こ
れ
が
出
土
し
た
佐
紀
池
南
辺
の
木
暦

・
灰
層

（
一
七
七
次
）
の
遺
物
は
、

奈
良
時
代
初
期
の
も
の
が
主
体
を
な
す
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
則
ち

『
概
報

（十
九
こ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
層
か
ら
は
平
城
官
出
土
土
器
編
年
第
１
期
の
上
器
、

平
城
官
出
土
軒
瓦
編
年
第
Ｉ
期
の
軒
九

・
軒
平
瓦
が
出
上
し
、
ま
た
出
土
木
簡

に
記
さ
れ
た
年
紀
も
和
銅
四
年

（七
一
３

ｉ
養
老
六
年

（七
一一一σ
で
あ
り
、
す

る
と
４７
は
明
ら
か
に
平
城
官
期
初
期
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。
な
お
４７
は
「大
贄
」

と
い
う

「御
贄
」
よ
り

一
段
階
古
い
表
記
に
よ
っ
て
い
る
点
で
も
、
天
平
期
の

も
の
よ
り
古
様
の
付
札
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
次
に
４０
１
４２
の
三
点
は
４３

ｉ
４６
と
と
も
に
平
城
官
東
半
部
の
南
北
大
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
Ｏ
Ｏ
か
ら
出
土
し
た
も

の
で
あ
る
が

（
一
七
二
次
）
、
同
地
点
か
ら
は
養
老
七
年

（七
≡
こ
ｉ
天
平
宝
字

六
年

（七
一企
σ
の
紀
年
銘
木
簡
、
お
よ
び
養
老
年
間
を
遡
る
か
と
み
ら
れ
る
木

簡
が
出
土
し
て
お
り
、
問
題
の
木
筒
が
い
つ
頃
の
も
の
で
あ
る
か
は
今
の
と
こ

ろ
出
土
層
位
な
ど
の
詳
報
が
な
く
不
明
の
よ
う
で
ぁ
続
一
し
か
し
４３

・
４４
の
よ

う
な
明
ら
か
に
島
名
を
欠
い
た
も
の
と

一
緒
に
出
土
し
、
し
か
も
「芳
図
郡
」
の

郡
名
表
記
ま
で
そ
れ
ら
と
共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
付
札

の
記
載
が
書
か
れ
た
時
期
に
は
ま
だ
天
平
期
の
よ
う
に
付
札
の
書
式
が

一
定
し

て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
窺
わ
れ
、
「芳
図
郡
」
と
い
う
表
記
自
体
の
相
対
的
な

古
さ
と
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
が
天
平
期
を
遡
る
も
の
で
あ
る
可
能
性

は
充
分
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
天
平
期
の
篠
鳴

。
析
嶋
と
記
さ
れ
た

付
札
と
同
時
期
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
全
て

「播
豆
郡
」
の
郡
名
表
記
に
よ
っ
て
い
る
篠
嶋

・
析

嶋
の
付
札
と

「芳
豆
郡
」
ま
た
は

「芳
図
郡
」
と
記
さ
れ
て
い
る
比
莫
鳴
の
付

札
と
は
時
期
が
異
な
り
、
後
者
は
前
者
に
先
行
す
る
可
能
性
が
高
い
と
み
ら
れ

る
。
天
平
期
の

「播
豆
郡
」
表
記
の
付
札
の
中
に
、
篠
嶋

・
析
嶋
両
島
の
中
間

海
上
に
位
置
す
る
比
莫
嶋
の
島
名
を
記
し
た
も
の
が
全
く
み
え
な
く
な
る
の
は

何
故
か
。
筆
者
は
こ
う
し
た
贄
付
札
の
記
載
や
書
式
の
変
化
の
う
ち
に
、
奈
良

時
代
初
期
を
天
平
射
の
間
に
お
け
る
播
豆
郡
の
贄
貢
進
の
あ
り
か
た
の
変
化
が

反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
現
在
考
え
て
い
る
。
以
下
は
や
や
大
胆
な

推
察
を
交
え
た
論
と
な
る
が
、
現
時
点
で
の
一
仮
説
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

「
二
条
大
路
木
簡
」
の
新
出
史
料
中
に
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に

「篠
嶋

郷
」

「析
嶋
郷
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。　
こ
れ
ま
で
は
播
豆
郡
三
島
は
纏

め
て

一
郷

（里
）
に
編
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
こ
と
が
割
合

多
か
っ
た
よ
う
に
窺
わ
れ
る
が
、
天
平
期
に
お
い
て
は
同
地
域
に
は
二
郷
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
「篠
嶋
里
」
は



「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

（史
料
１
）

〓
一川
国
波
豆
評
〔則
呼
里
口
回

一
斗
五
鏑
）

と
記
さ
れ
た
藤
原
官
跡
出
土
木
簡
に
よ
っ
て
浄
御
原
令
制
下
に
ま
で
遡
る
こ
と

が
知
ち
れ
て
お
り
、
ま
た
平
城
官
東
半
部
の
大
溝
ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
盆

〓
一九
次
）

か
ら
出
上
し
た
次
の
木
筒
に
よ
っ
て
、
天
平
期
あ
た
り
ま
で

「篠
嶋
郷
」
と
し

て
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
ヽ
推
測
さ
れ
て
き
浙
．　
　
一

（史
料
２
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
□
□
部
少
人
調
□
日

一
方

『
和
名
類
乗
抄
』
に
は

「篠
鳴
郷
」
は
み
え
ず
、
「析
嶋

（郷
と

全
局
山

寺
本
に
よ
る
。
東
急
本
・
元
和
古
活
字
本
で
は

「新
島
」
と
誤
記
）
が
播
豆
郡
島
喚
部

に
該
当
す
る
唯

一
の
郷
と
な
っ
て
い
る
。
『
和
名
抄
』

に
島
喚
部
に
該
当
す
る

郷
が

一
つ
し
か
な
い
こ
と
、
何
れ
ヽ
狭
小
な
三
島
で
は

一
郷
を
形
成
す
る
の
が

や
っ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
同
地
域
は

一
郷
で
あ
り
、

あ
る
時
点
で
郷
名
が
変
更
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る

（２３
）
が
、
新
た
な
木
簡
史
料
に
よ
っ
て
天
平
期
に
お
け
る
篠
嶋

・
析
鳴
両
郷
の
存
在

が
確
か
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
天
平
期
を
遡
る
も
の
と
推
察
さ
れ
た
贄
付
札
に
み
え
る

「比
莫
嶋
」
を

も
郷

（里
）
名
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
次
に
述
べ
る

点
か
ら
、
そ
れ
は
困
難
だ
と
考
え
る
。
第

一
に
、
比
莫
嶋
は
篠
鳴

・
析
鳴
両
島

間
に
位
置
す
る
小
島
で
あ
り
、
篠
鳴

・
析
嶋
二
郷
の
存
在
を
前
提
と
す
る
と
地

勢
上
の
状
況
か
ら
こ
の
島
を
主
体
と
し
て

一
郷
を
形
成
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

困
難
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
第
二
に
、
律
令
制
下
の
郷
名
は

一
般
に
漢
字
二

字
で
表
記
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
比
莫
鳴
郷
（里
）
の
存
在
は
考
え
に
く
い
。

『
延
喜
式
』

民
部
省
式
上
の
郡
里
名
条
は

「凡
諸
国
部
内
郡
里
等
名
、
並
用
と

二
字
「
必
取
・一嘉
名
こ
と
い
う
規
定
で
あ
る
が
、
「郡
里
」
と
あ
り

「郡
郷
」
で

な
い
点
に
は
注
目
さ
れ
る
。
『
続
日
本
紀
』
和
鋼
六
年

（七
〓
こ

五
月
甲
子
会
一

日
）
条
に

「畿
内
七
道
諸
国
郡
郷
名
著
工
好
字
こ

と
あ
り
、
逆
に
こ
ち
ら
で
は

郷
里
制
施
行
以
前
の
里
制
下
で
あ
る
の
に
何
故
か

「郡
里
」
で
な
く

「郡
郷
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
右
の
式
文
の
法
源
と
な
っ
た
格
式
が
里
制
下
の
和
銅
六
年

段
階
に
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
く
想
定
さ
れ
よ
翔
時
な
お

「比
莫
嶋
」
の

記
載
を
も
つ
贄
付
札
が
全
て
和
銅
六
年
よ
り
前
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
全
く

皆
無
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
は
や
は
り
か

（２５
）

な
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
比
莫
嶋
の
贄
付
札
は
島
名
を
記
さ
ず
郡
名
の

後
に
直
ち
に

「海
部
」
を
続
け
て
記
す
書
式
の
４３

・
４４
の
贄
付
札
と

一
緒
に
出

上
し
、
し
か
も

「芳
図
郡
」
の
表
記
ま
で
そ
れ
ら
と
共
有
し
て
い
る
が
、
こ
の

点
は
同
時
期
の
同
郡
の
贄
付
札
が
全
体
と
し
て
郡
単
位
の
主
体
性
を
強
調
し
た

書
式
を
採
用
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
す
る
と

「比
莫
嶋
」
も
郡

の
下
級
の
行
政
単
位
で
あ
る
郷

（里
）
で
は
な
く
、
海
部
の
居
住
地
ま
た
は
漁

業
活
動
上
の
根
拠
地
の
地
名

（島
名
）
で
あ

っ
た
可
能
性
が
大
き
い
よ
テ
に
思

わ
れ
る
。　
以
上
三
点
か
ら
、

「比
莫
嶋
」
は
郷

（里
）
名
で
な
く
単
な
る
島
名

で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
何
故
天
平
期
に

「比
莫
嶋
」
と
記
さ
れ
た
贄

付
札
が

一
点
も
な
い
の
か
と
い
う
点
の
理
由
に
つ
い
て
、　
一
つ
の
解
釈
が
成
立

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
則
ち
、
天
平
期
の
播
豆
郡
付
札
に
み
え
る

「篠
嶋
」



「折
嶋
」
は
こ
れ
ま
で

一
般
に
島
名
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
「篠
鳴
郷
」
「析

嶋
郷
」
と
記
さ
れ
た
贄
付
札
が
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ

う
に
実
は
郷
名
に
他
な
ら
ず
い
こ
の
段
階
で
は
比
莫
嶋
は
篠
嶋
郷
か
析
嶋
郷
の

何
れ
か

（お
そ
ら
く
は
前
者
）
に
編
成
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
付
札
の
記
載
上
に

は
そ
の
名
が
現
れ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　
な
お
三
島
が
二
郷
に

編
成
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
、
三
島
の
み
で
二
郷
分
の
人
口
が
優
に
あ

っ
た

と
は
や
や
考
え
難
く
、
両
郷
と
も
本
上
に
ヽ
郷
域
が
拡
が
っ
て
い
た
可
能
性
ヽ

考
え
て
よ
か
ろ
う
。　
析
嶋
郷
は

『
和
名
抄
』

郷
名
の
比
定
地
が
全
く
な
い
現

幡
豆
郡

一
色
町
域

（佐
久
島
地
区
を
除
く
）
周
勘
）
篠
嶋
郷
は
知
多
半
島
先
端

部
を
そ
れ
ぞ
れ
郷
域
の
一
部
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
比
莫
嶋
は
地
勢

そ
の他
か
ら
み
て
、
篠
嶋
郷
に
属
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
煽
．
な
お
「二

条
大
路
木
街
」
は
だ
い
た
い
郷
里
制
下
の
時
期
の
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
、
そ

の
頃
に
は
郷
の
下
の
里

（
コ
ザ
ト
）
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
三
島

が
そ
れ
ぞ
れ
里
と
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

但
し
こ
う
考
え
る
と
、
数
多
い
篠
嶋

・
析
嶋
の
贄
付
札
の
大
部
分
が

「郷
」

字
を
記
さ
ず

「
×
嶋
」
と
記
す
に
留
ま
っ
て
い
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
点
が

樹
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
の
地
の
海
民
集
回
は
律
令
制
前
か
ら
部
民
制
的
な
貢
進
形
態
に
よ
っ

て
伝
統
的
に
中
央
に
海
産
物
を
貢
上
し
て
お
り
、

「比
莫
嶋
」

の
贄
付
札
か
ら

も
窺
え
る
よ
う
に
あ
る
程
度
古
い
段
階
か
ら

「
×
嶋
海
部
」
と
い
う
居
住
地
ま

た
は
漁
業
活
動
上
の
根
拠
地
に
ょ
る
海
民
の
把
握
の
方
式
が
行
な
わ
れ

一
定
期

間
存
続
し
て
い
た
た
め
に
、
「篠
嶋
」
「析
嶋
」
が
行
政
区
画
と
し
て
の
郷
を
意

味
す
る
段
階
に
な
っ
て
も
、
贄
付
札
に
は
こ
う
し
た
過
去
の
あ
り
か
た
に
引

き
ず
ち
れ
た
古
様
の
書
式
が
残

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「郷
」

字
の
あ
る
贄
付
札
は
、
島
名
を
記
す
べ
き
も
の
の
中
に
誤

っ
て
郷
名
と
し
て
記

し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
混
入
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
本
来

そ
ち
ら
の
方
が
記
載
と
し
て
正
確
な
の
で
あ
り
、

「郷
」

字
の
な
い

「篠
嶋
」

「析
鳴
」
も
全
て
実
質
的
に
は
郷
名
を
意
味
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
万
．

以
上
の
よ
う
な
理
解
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
播
豆
郡
の
海
部
の
贄
貢
進
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
変
遷
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
則
ち
、

（１
）
奈
良
時
代
初
期
頃
に
は
同
郡
か
ら
の
贄
貢
進
は
郡
の
主
体
性
の
下
に
郡

単
位
の
海
部
に
よ
る
貢
進
と
い
う
側
面
が
強
く
、
こ
の
時
期
の
海
部
は
い
わ
ば

郡
に
よ
る
特
別
な
統
轄
の
下
に
個
々
の
集
団
毎
に
や
や
緩
や
か
な
か
た
ち
で
把

握

・
統
制
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

（２
）

篠
嶋

・
析
嶋
二

郷
を
拠
点
と
し
て
次
第
に
海
部
に
対
す
る
郷
レ
ゾ
ェ
ル
の
民
政

・
収
取
機
構
が

整
備
さ
れ
て
い
き
、

（３
）
天
平
期
に
は
、
海
部
は
所
属
郷
に
よ
っ
て
把
握

・

統
制
さ
れ
る
か
た
ち
で
贄
を
収
取
さ
れ
る
と
い
う
方
式
が
定
着
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
し
て
篠
嶋

（郷
）
と
析
鳴

（郷
）
の
贄
貢
進
月
を
纏
め
た
表

一

に
よ
れ
ば
、

や
は
，
天
平
期
に
は

一
応
原
則
と
し
て
両
郷

の
隔
月
交
互
貢
進

の
か
た
ち
が
と
ら
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
範
．　
お
そ
ら
く
月
毎
に
郡
衛
の
官

人
ら
が
何
れ
か
の
郷
の
中
心
的
拠
点
に
出
向
き

（中
心
的
拠
点
は
何
れ
も
二
島
の

地
域
内
に
あ
っ
た
で
あ
で
し
、　
郡
雑
任
や
郷
長
ら
を
も
従
え
つ
つ
郷
内
の
海
部



〔註〕 カッコ内は「二条大路木簡」中の例

表一 篠嶋(郷 )と析嶋(郷 )の贄貢進月

「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

（３３
）

を
集
め
て
そ
こ
で

一
斉
に
贄
物
と
な
る
海
産
物
を
収
取
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
天

平
期
の
播
豆
郡
の
贄
付
札
の
出
土
例
が
き
わ
め
て
多
い
の
も
、
あ
る
い
は
こ
う

し
た
郡
郷
制
を
基
盤
と
し
た
収
取
機
構
の
整
備
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

（一一一）

と
こ
ろ
で
播
豆
郡
の
海
部
に
よ
る
贄
貢
進
の
こ
と
は
、
『延
喜
式
』
に
は
み
え

な
い
。
式
に
み
え
る
参
河
国
の
贄
は
、
①
官
内
省
式
に
み
え
る
諸
国
所
進
御
贄

の
正
月
三
日
節
料
、
②
内
膳
司
式
に
み
え
る
諸
国
貢
進
御
贄
節
料
の
正
身
三
日

節
料
の
雉
、
③
同
式
諸
国
貢
進
御
贄
年
料
の
褥
海
藻
の
三
者
の
み
で
あ
り
、　
一

方
主
計
寮
式
上
の
参
河
国
調
の
記
載
中
に
雑
魚
楚
割
、
鯛
楚
割
と
い
っ
た
播
豆

郡
の
海
部
が
贄
と
し
て
貢
上
し
て
い
た
品
に
近
い
も
の
の
な
が
掲
げ
ら
れ
て
い

（３４
）

る
の
で
あ
る
。
ま
た

『
東
大
寺
要
録
』
巻
八
所
引
、
天
平
勝
宝
八
歳

（七
五
一◇

五
月
二
二
日
勅
に
よ
れ
ば
こ
れ
以
前
、
大
膳
職
江
人
や
近
江

・
若
狭

・
紀
伊

・

淡
路

・
志
摩
の
国
々
が
毎
月

「供
御
異
味
」
を
貢
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
、
そ
こ
に
も
参
河
国
は
み
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
る
と
、
播
豆
郡
の

海
部
に
よ
る
月
料
の
贄
貢
進
ば
あ
ま
り
長
ぐ
は
存
続
せ
ず
、
あ
る
段
階
で
個
別

人
身
賦
課
の
調
に
切
り
換
わ

，
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
同
郡
の
贄
付

札
は
既
に
奈
良
時
代
初
期
頃
の
段
階
か
ら

「六
斤
」
と
記
す
も
の
が
圧
倒
的
に

多
い
よ
う
で
あ
り
、
『
平
城
官
木
簡
　
一　
解
説
』

以
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
こ
れ
が

一
丁
の
負
担
量
に
関
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
贄
か
ら
調

へ
の
変
遷
の
動
き
は
国
郡
制
の
統
治
機
構
の
下
で
か
な
り
早
期
か
ら
始
ま
っ
て

い
た
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
６９
の

「析
嶋
郷
」
の
記
載
を
も
ち
貢
進
者

個
人
名
を
伴

っ
た
贄
付
札
は
、
天
平
期
中
葉
に
は
同
郡
の
贄
は
実
態
上
調
と
そ

れ
程
異
な
ら
な
い
個
別
人
身
的

”
定
量
的
な
負
担
に
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
月
料
と
い
う
通
年
的
な
貢
進
形
態
が
何

ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
と
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
う
し
た
負
担
の
名
目

は
直
ち
に
贄
か
ら
調

へ
と
切
り
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
述
べ
た
こ
と
は
あ
く
ま
で
現
時
点
で
の
仮
説
に
過
ぎ
ず
、
あ
る
い
は

予
期
せ
ぬ
新
た
な
木
簡
史
料
の
出
現
に
よ
っ
て
将
来
成
立
困
難
と
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
律
令
制
下
の
播
豆
郡
諸
島
の
贄
貢
進
の
実
態
が
、

今
ま
で

一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
以
上
に
律
令
制
段
階
で
形
成
さ
れ
た
比
較

的
新
し
い
要
素
を
濃
厚
に
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
，
推
測
の
成
立

す
る
可
能
性
は
か
な
り
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
少
な
か
ら
ぬ
古
代
史



研
究
者
は
、
贄
と
い
テ
制
度
に
つ
い
て

〃
律
令
制
成
立
以
前
に
あ

っ
た
古
い
も

の
が
残

‐ぅ
た
ケ
と
い
う
見
方
を
と
り
が
ち
な
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
確
か
に

律
今
制
下
の
贄
制
度
に
は
そ
う
し
た
見
方
か
ら
の
考
察
が

一
定
の
有
効
性
を
も

つ
よ
う
な
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
が
お
む
し
ろ
律
令
訓
的
収
取
体
系
の
中
に
贄

が
如
何
に
し
て
制
度
と
し
て
組
み
込
ま
れ
機
能
し
て
い
る
か
、
律
令
制
的
諸
要

素
が
如
何
に
古
い
食
料
品
貢
進
の
あ
り
か
た
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
か
い

と
い
っ
た
視
点
こ
そ
、
今
後
の
贄
研
究
に
と
っ
て

一
目
重
要
に
な
っ
て
い
く
も

の
と
思
わ
れ
る
。

一
一　
駿
河

。
伊
豆
両
国
の
調
堅
魚
貢
進
付
札
を

，
　

め
ぐ
る
問
題

・
　

（
一
）

従
来
、
駿
河
国
か
ら
二
点
、
伊
豆
国
か
ら

一
〇
点
の
調
堅
魚

（カ
ツ
オ
）
の

付
札
が
確
認
さ
れ
て
い
た
が
、　
コ
一条
大
路
木
簡
」

中
に
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
駿
河
三
二
点
、
伊
豆
五
五
点
も
の
多
く
の
調
堅
魚
付
札
が
見
出
さ
れ
る

令
堅

魚
」
ま
た
は

「荒
堅
魚
」
と
あ
る
も
の
。
煮
堅
魚
。
煎
は
除
く
）。　
点
数
の
飛
躍
的
な

増
大
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
調
堅
魚
貢
進
付
札
も

″
木
簡
群
〃
と
し
て
の
検
討

に
あ
る

‐程
度
耐
え
得
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
節
で
は
、

こ
う
し
た
駿
河

・
伊
豆
両
国
の
調
堅
魚
付
札
史
料
の
特
性
を
生
か
し
つ
つ
、
考

千
の
考
察
を
行
な
い
た
い
。

ま
ず

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
の
駿
河

・
伊
豆
両
国
の
調
堅
魚
付
札
の
例
を
掲

げ
る
。

（史
料
３
）
・
駿
河
国
駿
河
郡
宇
良
郷
菅
浦
里
戸
主
矢
田
部
猪
床
呂
調
堅
魚
＝

＝
七
連
三
節

（３５
）

。
　
天
平
七
年
十
月

「受
生
壬
部
子
□
万
呂
」

（史
料
４
）
・
駿
河
国
五
百
原
郡
川
名
郷
石
西
里
戸
丈
部
子
万
呂
戸
同
部
廣
＝

＝
国
丁
調
荒
堅
魚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

・
十

一
庁
十
両
員
十

一
連

一
節
天
平
七
年
十
踊
）

（史
料
５
）
・
伊
豆
国
田
方
郡
久
寝
郷
坂
上
里
若
桜
部
高
山
調
荒
堅
魚
十

一
＝

＝
斤
十
両

「
八
連
四
丸
」（３７
）

。　
天
平
七
年
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

表
二
と
し
て

「
二
条
大
路
木
街
」
の
駿
河

・
伊
豆
両
国
の
調
堅
魚
付
札
の
記

載
様
式
の
傾
向
を
纏
め
て
お
い
た
が
、　
一
見
し
て
両
国
で
は
堅
魚
製
品
の
員
数

。
重
量
記
載
の
あ
り
か
た
が
傾
向
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
則
ち
、

駿
河
国
の
も
の
で
は
記
載
様
式
の
全
体
が
ほ
ぼ
判
明
す
る
も
の
二
〇
点
の
う
ち

一
七
点
が

「
×
連

（烈
）
×
節

（丸
こ

と
い
っ
た
員
数
記
載
の
み
し
か
な
く
重

史
料
6

‖ 伊
天長  豆
平調  国
七荒八 賀
年堅連 茂
十魚四 郡
月十九 ナ‖
一  津

岳き豊
里
戸
主

矢
田
部
三
狩
口

矢
田
部
‖



表二 駿河・伊豆両国調堅魚付札の記載様式

国

記載様式
駿河国 伊豆国 計

全
体
が
判
明

連・節のみ

斤 。両のみ

両 方

17

2

1

1

1

48

18

3

49

不   明 5 7

計

「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

量
の
記
載
を
欠
い
て
い
る
の
に
対
し

て

（右
に
掲
げ
た
（史
料
４
）
の
よ
う
に

員
数

。
重
量
共
に
記
す
の
は
こ
れ
一
例

の
み
で
あ
り
、
他
に
重
量
記
載
の
み
を

記
す
も
の
が
二
点
あ
る
×
　
伊
豆
国
の

場
合
は
同
様
の
条
件
の
付
札
五
〇
点

の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
、
四
八
点
に
は

員
数

・
重
量
と
ょ
に
記
載
が
み
ち
れ

る
の
で
あ
る
。
同
じ
堅
魚
で
も
国
毎

に
付
札
の
記
載
様
式
が
異
な

っ
て
い

た
こ
と
が
ま
ず
知
ら
れ
る
。
伊
豆
国
の
場
合
は
‘
慎
重
に
も
付
札

一
枚
毎
に
員

数
と
重
量
と
を
≡併
せ
記
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
同
国
の
付

札
の
員
数

。
重
量
記
載
に
は
地
の
記
載
と
明
ち
か
に
異
筆
の
も
の
が
か
な
り
多

い
よ
う
で
あ
り
（
伊
豆
国
内
で
は
地
方
官
衛
段
階
で
の
収
取
の
過
程
に
お
い
て
、

現
物
の
チ
ェ
ッ
ク
に
も
と
づ
き
こ
う
し
た
記
載
を
追
記
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る

こ
と
が
多
涯
つ
た
よ
ナ
に
窺
わ
れ
続
¨
　

　

一　
　
・

・そ
れ
で
は
一
方
の
駿
河
国
の
場
合
‐は
調
堅
魚
の
付
札
に
は
い
っ
さ
い
重
量
を

記
き
な
い
原
則
だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
，
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
い
，
ま
で
ヽ
な
く
貢
進
物
付
札
と
は

一
つ
の
荷
に

一
枚
し
か
付
け
ら
れ
な

か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
同
じ
荷
に
付
け
ら
れ
て
い
た
複
数
の
付

札
が
見
つ
か
っ
て
い
る
例
が
あ
続
．
主
た

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
に
も
、
次
に

掲
げ
な
よ
う
に
同

一
の
荷
に
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
同
国
の
二
枚

の
調
荒
堅
魚
の
付
札
が
あ
る
。

（史
料
７
）
ｏ
駿
河
国
駿
河
郡
柏
原
郷
小
林
里
戸
主
若
舎
人
部
伊
加
床
呂
戸
＝

＝
若
舎
人
部
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
・

（４と
）

・
床
呂
調
荒
堅
魚
十

一
斤
十
両
　
天
平
七
年
十
月

（史
料
８
）
・
駿
河
国
駿
河
郡
柏
庶
郷
小
林
里
戸
主
若
舎
人
部
伊
加
床
呂
戸
――

＝
若
舎
人
部
人
床
呂
調
峠

（４２
）

。
荒
堅
魚
六
連
八
節
　
天
平
七
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

こ
れ
ら
を
み
て
み
る
と
、　
一
枚
に
は
製
品
の
重
量
が
、
も
う

一
枚
に
は
員
数

が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
に
よ
っ
て
、
天
平
年
間
中
頃
の
駿
河
国

で
は
、
三
量
を
記
し
た
付
札
と
員
数
を
記
し
た
付
札
の
二
種
類
の
付
札
を
調
堅

魚
の
荷
に

一
緒
に
付
け
る
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中

そ
れ
で
は
何
故
二
条
大
路
か
ら
出
土
し
た
駿
河
国
の
調
堅
魚
の
付
札
群
で
は
、

こ
う
し
た
二
種
類
の
う
ち
員
数
を
記
し
た
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
こ
の
点
は
貢
進
物
付
札
木
簡
の
機
能
の
問
題
に
関
わ

っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

貢
進
物
付
札
が
中
央
で
の
検
収
に
関
わ

っ
て
利
用
さ
れ
、
ま
た
租
税
物
資

が
京
と
さ
れ
た
時
点
で
複
数
付
け
ら
れ
て
い
た
付
札
の
う
ち
に
校
収
に
お
い
て

「取
り
除
か
れ
る
札
」
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
既
に
東
野
治
之
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
続
．
東
野
氏
は
、
長
岡
京
跡
出
上
の
木
簡
中
に
官
人
の
検
収
署
名
の



あ
る
地
子
貢
進
付
札
が
存
在
す
る
こ
と
、
お
よ
び
倉
庫
令
の

「凡
受
二
地
租
う

皆
令
二乾
浄
「
以
レ
次
収
レ膀
。　
同
時
者
先
レ遠
。

京
国
官
司
、
共
二輸
人
一執
レ壽

（４４
）

対
受
」
な
る
規
定
の

「膀
」
が
倹
収
の
た
め
に
取
り
外
さ
れ
る
荷
札
で
あ
る
と

解
さ
れ
る
こ
と
の
二
点
を
根
拠
と
し
て
こ
の
点
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
前
者

の
長
岡
京
跡
出
．上
の
地
子
付
札
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
。

（史
料
９
）
●
紀
伊
国
進
地
子
塩

「三
斗
安
万
呂
」

，
　

　

・　
　
　
延
暦
九
年
三
月
九
略
）

六
史
料
１０
）
。
日
一剛
醇
地
子
塩
三
斗

「安
万
呂
」

。　
　
　
　
延
暦
九
年
三
月
七
臨
）

・右
に
掲
げ
た
の
は
と
も
に
紀
伊
国
の
地
子
塩
分
付
札
で
あ
り
、
（史
料
１０
）
で

は
地
の
記
載
に
斗
量
記
載
が
あ
っ
て

「安
万
呂
」
の
署
名

（自
署
）
の
み
が
追

記
さ
れ
て
い
る
が
、

（史
料
９
）
で
は
地
の
記
載
に
斗
量
の
記
載
が
な
く
、
中

央
で
の
検
収
に
あ
た
っ
た
太
政
官
厨
家
官
人
と
み
ら
れ
る

「安
万
呂
」
の
手
に

な
っ
て
自
署
と
と
も
に

「三
斗
」
の
斗
量
記
載
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
締
．
と

つ
点
は
、
地
子
物
の
検
収
に
あ
た
っ
て

一
定
の
現
物
鋒
査

（本
格
的
な
稀
量
で
は

な
い
に
し
ろ
）
が
行
な
わ
れ
た
段
階
か
、
あ
る
い
は
荷
か
ら
外
さ
れ
た
付
札
が

収
納
物
実
の
集
計
や
収
文

（受
納
司
の
交
付
す
る
返
抄
）
作
成
の
資
料
と
さ
れ
た

段
階
に
お
い
観
）
付
札
の
斗
量
記
載
が

一
定
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
ょ
思
わ
れ
る
。　
但
し
、　
こ
れ
ら
の
地
子
塩
付
札

は

一
般
の
貢
進
物
付
札
と
は
異
な

っ
て
中
央
段
階
で
倹
収
直
前
に
作
成
さ
れ
た

（０
）

も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
ま
た
同
じ
く
長
岡
京
跡
出
上
の

「綱
丁
」
記
載
を
も
つ

地
子
米
付
札
に
は
斗
量
を
示
す
文
字
が
み
え
な
い
の
で
、
こ
の
例
を
も
っ
て
一

般
の
調
庸
物
の
検
収
の
あ
り
か
た
を
窺
テ
こ
と
に
は
や
や
問
題
が
残
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
調
の
場
合
、
中
央
段
階
で
の
調
物
納
入
に
お
け
る
基
本
合
帳

で
あ
る
調
帳
、
お
よ
び
受
納
可
毎
の
納
品
明
細
書

・
勘
会
台
帳
で
あ
る
門
文
が

何
れ
も

「見
送
物
数
色
賄
一
（調
帳
）
「物
色
姪
」

（門
文
）
を
中
心
に
記
し
た

も
の
で
あ
る
点
か
ら
み
て
も
、
中
央
で
の
調
物
検
収
に
関
わ
っ
て
付
礼
の
輪
貢

量
の
記
載
が
あ
る
程
度
の
意
味
を
有
し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
問
題

（５３
）

は
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
，
な
考
え
に
た
て
ば
、　
コ
一条
大
路
木
簡
」
中
の
駿
河
国
の
調
堅
魚

付
札
に
重
量
記
載
を―記
し
た
も
の
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
堅
魚

製
品
が
消
費
地
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
り
前
に
、
中
央
倹
収
の
段
階
に
お
い
て
二

種
類
の
付
札
の
，
ち
重
量
記
載
を
記
し
た
方
の
付
札
が
取
り
除
か
れ
た
た
め
で

は
な
い
か
、
と
み
る
の
ょ
一
案
で
あ
る
と
思
わ
れ
続
．

あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
付
札
が
取
り
去
ら
れ
た
の
は
中
央
検
収
段
階
に
お
い
て

で
は
な
く
、
調
物
の
食
料
品
類
の
保
管
を
掌
る
大
膳
職
か
ら
消
費
地
に
堅
魚
が

運
ば
れ
る
直
前
に
近
い
段
階
に
お
い
て
で
あ

っ
た
の
が
も
し
れ
な
い
。
『
延
喜

式
』
大
膳
職
式
に
は
各
種
宴
会
等
に
お
い
て
親
王
以
下
官
人
は
給
さ
れ
る
食
膳

の
た
め
の
材
料
が

一
人
前
ず
つ
の
分
量
を
伴

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
続
．

コ
一条

大
路
木
簡
」
の
出
土
地
点
は
宮
内
に
あ
る
貢
進
食
料
品
の
保
管
官
司
の
所
在
地

か
ら
か
な
り
離
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
貢
進
物
付
札
は
食
料
品
の
最
終
的
な
消

費
地
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
。
付
札
に
み
え
る
食
料
品



「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

類
は
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
饗
宴
に
お
い
て
消
費
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
が
、
当
然
そ
の
場
合
堅
魚
な
ど
の
各
種
食
品
素
材
は
宴
会
の
参
加
人
数
を

も
と
に
大
膳
職
等
の
官
司
で
事
前
に
計
量
さ
れ
、
全
体
の
所
要
量
が
準
備
さ
れ

（５７
）

る
必
要
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
重
量
記
載
を
有
す
る
付
札
が
外
さ
れ
た
の

は
、
そ
う
し
た
段
階
に
お
い
て
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

筆
者
は
現
時
点
で
は
、　
コ
一条
大
路
木
衝
」
中
の
駿
河
国
の
調
堅
魚
付
札
に

製
品
重
量
を
記
し
た
も
の
が
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
う
特
殊
な
状
況
に
つ
い
て
、

（５８
）

以
上
二
点
の
何
れ
か
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
お
き
た
い
。　
な
お
前
掲

ス
史
料
７

・
８
）
の
二
点
の
木
簡
は
、　
一
方
に
は
重
量
が
も
う

一
方
に
は
員
数

が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
か
つ
同

一
の
荷
に
付
け
ら
れ
て
い
た

一
組
の
付
札
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
は
写
真
を
実
見
し
た
と
こ
ろ
明
ち
か
に
二
点
と
も
全
文

一
筆
い
相

互
に
同
筆
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
同

一
人
が
意
図
的
に
二
枚
の
付
札
の
内
容

を
書
き
分
け
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
駿
河
国
で
は
、
中
央
段
階
で
の
付
札
木

衡
の
利
用
法
を
あ
ら
か
じ
め
あ
る
程
度
想
定
し
た
う
え
で
い
内
容
を
書
き
分
け

た
複
数
の
付
札
を
堅
魚
製
品
の
荷
に
取
り
付
け
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い

（５９
）

た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

参
考
ま
で
に
平
城
官
内
で
出
土
し
た
同
国
の
調
堅
魚
付
札
を
み
て
み
る
と
、

記
載
様
式
の
ほ
ぼ
全
体
が
わ
か
る
も
の
は
二
点
で
、　
一
点
は
重
量
記
載
の
み
が

記
予
れ
て
お
崎
）

一
点
は
員
数
記
載
の
み
が
記
さ
れ
て
い
補
¨
な
お
同
じ
く
宮

内
出
上
の
堅
魚
の
煮
乾
製
品
で
あ
る
煮
堅
魚
の
付
札
二
点
を
み
て
み
る
と
、　
一

（６２
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（６３
）

点
に
は
重
量
記
載
の
み
が
記
さ
れ
、
一
点
に
は
重
量
・員
数
と
も
に
記
載
が
あ
る
。

ま
た

「役
箆
堅
魚
」
の
記
載
を
有
す
る
も
の
が

一
点
あ
る
が
、
ｔ
れ
は
重
量
記

（６４
）

載
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
総
じ
て

「
二
条
大
路
木
簡
」
の
も
の
に
比
べ
て
記

載
の
あ
り
か
た
が
多
様
で
あ
る
点
に
は
、
こ
の
際
注
意
さ
れ
よ
う
。
勿
論
宮
内

出
上
の
も
の
は
年
代
的
に
も
多
様
で
あ
り
、　
一
纏
め
に
し
て
検
討
で
き
る
か
ど

う
か
問
題
も
あ
る
が
、
宮
内
出
上
の
付
札
の
場
合
消
費
段
階
で
廃
棄
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
と
、
そ
れ
以
前
に
現
物
の
管
理

・
保
管
に
あ
た
る
官
司
か
ら

廃
棗
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
り
、
こ
う
し
た
傾
向

に
は
あ
る
い
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（史
料
ｎ
）
・
駿
河
国
有
度
郡
嘗
見
□
□
□
有
□
□
忍
万
呂
戸
有
刀
部
古
万
＝

・　
　
　
　
＝
呂
調
堅
魚
十

一
斤
十
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（６５
）

。　
　
　
　
　
　
　
日
―十
回
□
口
十
月

官
内
出
上
の
同
国
の
調
堅
魚
付
札
で
重
量
記
載
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る

一
点

は
土
坑
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
出
上
の
右
の
木
簡
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
の
周
辺
地
域

は
現
段
階
で
も
木
簡

・
墨
書
土
器
等
の
出
土
文
字
史
料
の
分
布
状
況
な
ど
か
ら

（“
）

大
膳
職
が
所
在
し
た
可
能
性
の
あ
る
地
区
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

付
札
が
調
物
の
貢
進
食
料
品
類

一
般
の
管
理

・
保
管
を
担
当
す
る
大
膳
職
か
ら

現
物
の
消
費
前
に
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
、
全
く
あ
り
得
な
い
訳
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。

（一
一）

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
の
伊
豆
国
の
調
堅
魚
の
付
札
の
中
に
は

「
一
斤
十
五

両
」
と
い
う
や
や
変
わ

っ
た
重
量
記
載
を
も

っ
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ま



で
木
筒
史
料
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
調
の
堅
魚
の
輸
貢
量
は

一
一
斤

一
〇
両
が

一

般
的
で
あ
る
よ
う
で

（駿
河
。
伊
豆
・
�
騨
ゴ
国
は
全
て
一
一
斤
一
〇
両
で
あ
り
、
輸

貢
量
が
異
な
る
も
の
は
阿
波
国
の
六
斤

（四
縞
｝
と
貢
進
国
不
明
の
三
斤

一
〇
両

〔
一

鯰
鍔

の
ｒ劉
、　
一
斤

一
五
両
と
記
さ
れ
た
も
の
は
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ

っ
た
。
そ

れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
一
斤

一
五
両
と
い
う
纏
ま
り
の
堅
魚
製
品
は
ど
の
よ

う
な
形
状
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
通
常
の
一
一
斤

一
〇
両
の
纏
ま
り
の
も
の
と

は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
意
外
に
わ
か
ヶ
に

く
く
、
こ
の
重
量
記
載
の
意
味
に
つ
い
て
は
若
干
の
考
察
を
要
す
る
。

ま
ず
、　
一
斤

一
五
両
と
い
う
分
量
で
あ
る
が
、
一
斤
＝

一
六
両

（約
六
七
五

グ
ラ
ム
）
で
あ
る
か
ら
、　
一
斤

一
五
両
―十
三

一
両
で
あ
り
、
こ
れ
は
通
常
の
輸

貢
量

一
一
斤

す
○
両

（＝

一
八
六
両
）
の
ち
ょ
う
ど
六
分
の
一
に
あ
た
る
。
賦

役
令
１
調
絹
絶
条
の
規
定
で
は
正
丁

一
人
が
調
と
し
て
堅
魚
を
三
五
斤
輸
す
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
令
規
定
の
斤

・
両
は
い
わ
ゆ
る
小
斤

・
小
両
で
あ
る
の

で
、
大
斤

。
大
両
と
す
れ
ば
ち
ょ
う
ど
調
堅
魚
付
札
に
通
常
み
え
る

一
一
斤

一

〇
両
と
な
る
。
ち
な
み
に

『
延
喜
式
』
制
で
は
正
丁

一
人
あ
た
り
九
斤
（大
斤
）

で
あ
り
、
西
海
道
諸
国
の
み

一
一
斤

一
〇
両
と
な
っ
て
い
繍
．

こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
纏
ま
り
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
に
は
、
付
札

中
に
こ
れ
ら
の
重
量
記
載
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
員
数
記
載
を
み
て
み
る
必

要
が
あ
る
。
古
代
の
堅
魚
製
品
は
堅
魚
の
煮
出
し
汁
で
あ
る
煎
汁
を
除
け
ば
ほ

と
ん
ど
が
乾
し
固
め
ら
れ
た
乾
物
で
あ
崎
）
「
×
連

（烈
）
×
節

（丸
ご

と
い

っ
た
記
載
の

「連

（烈
こ

と
あ
る
の
は
乾
し
カ
ツ
オ
を
組
で

一
纏
ま
り
に
繋

い
だ
も
の
の
こ
と
で
あ

っ
て
、　
一
方

「節

（丸
こ

と
は
個
々
の
乾
し
力
／
オ

を
数
え
る
単
位
で
、
こ
の
場
合
端
数
の
乾
し
カ
ツ
オ
の
個
数
を
表
現
し
て
い
る

ょ
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
意
外
な
こ
と
に
、　
一
一
斤

一
〇
両
の
付

札
に
み
え
る
員
数
も
問
題
の
一
斤

一
五
両
の
付
札
に
み
え
る
員
数
も
、
あ
ま
り

大
差
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

①

一
一
斤

一
〇
両
の
も
の

・
　
六
連
台
　
一
節
（１
）
上
二
節
（１
）
上
ハ
節
（２
）
・
七
節
（１
）
・
八
節
（１
）

・
　
七
連
台
　
一
節
（２
）
二

一節
（１
）
ニ
ハ
節
（１
）
・
七
節
（３
）
・
八
節
（１
）

・
　
八
連
台
　
一
節
（１
）
生

一節
（１
）
二
二
節
（１
）
・
四
節
（２
）
・
七
節
（１
）

・
不
明
（１
）

。　
九
連
台
　
一
節
（２
）
ｏ
四
節
（１
）
・
五
節
（１
）
上
ハ
節
（
１
）
・
七
節
（１
）

・
一
〇
連
台
　
○
節
（１
）
二

一節
（１
）
二
二
節
（
１
）
。
四
節
（１
）
・
不
明
（１
）

。
一
一
連
台
　
一
節
（２
）
二

一節
（１
）

。
一
二
連
台
　
○
節
（１
）
・
五
節
（１
）

②

一
斤

一
五
両
の
も
の

五
連
六
節

・
五
連
九
節

・
六
連
四
節

・
七
連
三
箱

（各
１
）

右
は

「
二
条
大
路
木
簡
」
の
伊
豆
国
の
調
堅
魚
付
札
に
み
え
る
員
数
記
載
を

纏
め
た
も
の
で
あ
る
が
、　
一
一
斤

一
〇
両
の
付
札
に
記
さ
れ
た
員
数
は
六
連
台

か
ら

一
二
連
台
ま
で
か
な
り
幅
が
あ
る
が
だ
い
た
い
六
連
台
か
ら

一
〇
連
台
ま

で
が
多
い
。
ち
な
み
に
二
条
大
路
出
上
の
も
の
以
外
の
同
国
の
調
堅
魚
仕
札
を

み
て
み
る
と
、
五
連
？
鱒

・）
六
連
二
筋

・）
七
連
八
舗

・）
八
連
三
筋

・）

一
〇
連
三
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舗
ゲ
も
の
が
あ
り
、
や
は
り
同
様
な
ば
ら
つ
き
を
み
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て

一
斤

一
五
両
の
も
の
は
五
連
六
節

・
五
連
九
節

。
六
連
四
節

・
七
連
三
節
各

一
例
で
あ
り
、　
一
一
斤

一
〇
両
の
も
の
と
は
重
量
で

一
対
六
の
大
差
が
あ
る
の

に
付
札
に
記
さ
れ
て
い
る
員
数
記
載
で
は
そ
れ
程
変
わ
ら
な
い
。
あ
る
い
は
両

者
の
間
で
は
斤

。
両
の
単
位
に
大
小
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
疑
い

た
く
な
る
が
、
通
常
木
簡
に
み
え
る
重
量
記
載
は
大
斤

。
大
両
で
あ
り
ぃ
ま
た

同

一
国
で
二
種
類
の
単
位
を
使
用
す
る
と
い
う
混
乱
を
生
じ
か
ね
な
い
事
態
は

ま
ず
考
え
難
い
の
で
、
そ
の
可
能
性
は
あ
り
得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「鋪

（丸
ご

と
い
う
端
数
の
表
記
で
最
も
数
が
多
い
の
は
現
在

確
認
さ
れ
て
い
る
同
国
の
調
堅
魚
付
札
の
中
で
は

一
斤

一
五
両
の
付
札
の
う
ち

の
一
つ
に
み
え
る

「
五
連
九
節
」
の
九
節
で
あ
り
、
ま
た

一
〇
台
の
狭
を
記
し

た
も
の
は
全
く
み
え
な
い
の
で
、
そ
の
点
を
参
考
に
す
る
と

一
連
と
は
乾
し
カ

ツ
オ
一
〇
個
な
紐
で
繋
い
で
纏
め
た
も
の
の
こ
と
で
あ

っ
た
可
能
性
が
考
え
ら

注
輛
．　
一
一
斤

一
〇
両
の
付
札
に
み
え
る
員
数
記
載
の
ば
ら
つ
き
か
ら
考
え
る

と
、　
一
連
の
纏
ま
り
が

一
定
の
重
量
を
基
準
と
し
て
い
た
と
は
ま
ず
考
え
難
く
、

一
連
は

一
定
個
数
の
乾
し
カ
ツ
オ
か
ら
成

っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
、

お
そ
ら
く

一
〇
個
で

一
連
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
仮
定
し
て
乾

し
カ
ツ
オ

一
個
あ
た
り
の
重
さ
を
試
算
す
る
と
、　
一
一
斤

一
〇
両
の
付
札
の
も

の
の
場
合
に
は
約
六
三
を

一
二
九
グ
ラ
ム
程
に
な
る
が
、　
一
斤

一
五
両
の
付
札

の
も
の
の
場
合
は
そ
の
重
量
を
付
札
に
記
さ
れ
て
い
る
員
数
の
カ
ツ
オ
製
品
全

体
ゅ
重
量
と
み
る
と
、
乾
し
カ
ッ
オ
一
個
あ
た
り

一
八
ｉ
二
二
グ
ラ
ム
程
に
な

つ
て
し
ま
蒟
一
「節
」
「九
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
す
れ
ば
あ
ま
り
小
さ
な
切
身

の
乾
物
で
あ

っ
た
と
も
思
え
ず
、
す
る
と

一
斤

一
五
両
と
は
付
札
に
記
載
さ
れ

て
い
る
員
数
の
乾
し
カ
ッ
オ
全
体
の
重
量
で
あ

っ
た
と
は
考
え
難
い
こ
と
に
な

る
。　
と
す
れ
ば
、　
一
斤

一
五
両
の
付
札
に
記
さ
れ
て
い
る

「
×
連

（烈
）
×
節

（九
こ

と
い
う
記
載
は
お
そ
ら
く

一
一
斤

一
〇
両
に
纏
め
ら
れ
た
乾
し
カ
ッ
オ

全
体
の
員
数
の
記
載
で
あ
り
、　
一
斤

一
五
両
と
い
う
の
は
そ
の
大
き
な
纏
ま
り

の
中
に
含
ま
れ
る
小
さ
な
纏
ま
り
の
重
量
で
あ

っ
た
と
み
る
他
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
則
ち
、

コ

斤
十
五
両
」

と
記
さ
れ
た
付
札
は
、　
一
一
斤

一
〇
両
つ

大
き
な
纏
ま
り
の
荷
の
中
に
含
ま
れ
る
小
さ
な
纏
ま
り
の
荷
毎
に
付
け
ら
れ
て

い
た
付
札
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は

一
斤

一
五
両
の
纏
ま
り
と
は
、
ど
の
よ
う
な
形
状
の
も
の
で
あ

っ

た
の
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、　
一
斤

一
五
両
と
書
か
れ
た
付
札
が
全
て

同

一
の
郷
、
則
ち
田
方
郡
棄
妾
郷
の
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の

員
数
記
載
を
み
て
み
る
と
、
五
連
六
節

・
五
連
九
節

・
六
連
四
節

・
七
連
三
節

と
何
れ
も
比
較
的
似
通

っ
た
数
値
を
示
す
。
な
お
同
郷
の
調
堅
魚
付
札
に
は

一

一
斤

一
〇
両
の
記
載
を
も
つ
も
の
も
あ
り

０
削
掲
の
員
荻
記
載
一
覧
で
出
土
点
数
に

＊
印
を
付
し
た
も
の
）、
そ
ち
ら
を
み
る
と
六
連

一
節

・
六
連
三
節

・
六
連
七
節
と

や
は
り
何
れ
も
六
連
台
の
似
通

っ
た
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
同

郷
で
は
だ
い
た
い
乾
し
カ
ッ
オ
六
連
前
後
で

一
一
斤

一
〇
両
の
荷
に
纏
め
る
こ

と
を
標
準
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に

一
斤

一
五
両
が

一

一
斤

一
〇
両
の
ち
ょ
う
ど
六
分
の
一
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
一
斤



一
五
両
と
は
乾
し
カ
ツ
オ
一
連
分
の
重
量
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

わ
れ
る
。
但
し
全
体
が
六
連
ち
ょ
う
ど
に
な

っ
て
い
る
例
は
今
の
と
こ
ろ
な
い

の
で
あ
る
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
な
る
べ
く

一
連
を

一
斤

一
五
両
で
纏
め
る

よ
う
に
し
、
で
き
な
い
分
は
適
宜
纏
め
て
全
体
を

一
一
斤

一
〇
両
と
な
る
よ
う

に
し
た
と
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
付
札
に
み
え
る
程
度
の
ば
ら
つ
き
が
生
じ

る
こ
と
も
充
分
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

則
ち
棄
妾
郷
で
は
、　
一
定
個
数

（お
そ
ら

く
一
〇
個
）
の
標
準
的
な
大
き
さ
の
乾
し
カ
ツ
オ
で

一
斤

一
五
両
に
な
る
よ
う

に
ま
ず

一
連
分
の
纏
ま
り
を
多
数
荷
造
り
し
、　
一
方
標
準
的
な
大
き
さ
か
ら
外

れ
た
も
の
は

一
一
斤

一
〇
両
の
大
き
な
荷
を
纏
め
る
際
の
重
量
調
整
に
利
用
し

て
い
た
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。
例
え
ば
五
連
六
節
の
も
の
は

一
連
が

一
斤

一
五
両

の
纏
ま
り
を
五
連
と
大
き
め
の
乾
し
カ
ツ
オ
六
個

（ま
た
は
一
斤
一
五
両
の
纏
ま

り
を
四
連
と
大
き
め
の
乾
し
カ
ツ
オ
一
連
プ
ラ
ス
六
個
）
で
、
六
連
四
節
の
も
の
は

一
斤

一
五
両
の
纏
ま
り
を
五
連
と
小
さ
め
の
乾
し
カ
ツ
オ

一
連
プ
ラ
ス
四
個
で
、

七
連
三
節
の
も
の
は
お
そ
ら
く

一
斤

一
五
両
の
纏
ま
り
を
四
連
と
小
さ
め
の
乾

し
カ
ッ
オ
三
連
プ
ラ
ス
三
個
で
、
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
大
き
な
纏
ま
り
の
重
量
を

一
一
斤

一
〇
両
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
名
目
上
は
正
丁
一
人
分
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
か
た
ち
を
と
る

一
一
斤

一

〇
両
の
調
堅
魚
も
、
実
際
は
全
て
集
団
的
な
共
同
労
働
に
よ
っ
て

一
斉
に
取
り

纏
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
術
¨

表
三
と
し
て

「
二
条
大
路
木
衝
」
中
の
伊
豆
国
各
郷
の
調
堅
魚
付
札
の
員
荻

配
載
を
纏
め
て
お
い
た
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
何
連
で
一
一
斤
一
〇
両
に
す
る
か

は
各
郷
に
よ
っ
て
異
な
り
、
郷
内
で
似
た
よ
う
な
数
値
を
示
す
と
こ
ろ
も
相
当

ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
こ
ろ
も
あ

っ
て
、　
一
様
で
は
な
嶋
．
棄
妾
郷
の
一
連
Ｈ
一

斤

一
五
両
規
格
の
製
品
は
個
々
の
乾
し
カ
ツ
オ
が
他
郷
の
も
の
に
比
べ
て
か
な

り
大
き
め
で
、
と
く
に
粒
選
り
の
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

そ
し
て

一
連
を
な
る
べ
く

一
斤

一
五
両
で
纏
め
、
そ
の
小
さ
な

一
斤

一
五
両
の

纏
ま
り
の
荷
に
も
い
ち
い
ち
付
札
を
付
け
続
ガ
式
は
、
お
そ
ら
く
棄
妾
郷
が
独

自
に
採
用
し
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
乾
し
カ
ツ
オ
の
よ
う
な
固

形
の
乾
物
は
、
令
規
定
の
輸
貢
量
分
の
荷
を
纏
め
る
の
に
そ
れ
な
り
の
処
理
法

表三 伊豆国調堅魚付札の員数記載

郡  郷 載記数員

田

方

郡

棄妾郷

有雑郷

久寝郷

5③・ 5⑨・ 6①・ 6③・ 6④・ 7③

6⑥ 。8② ,9⑤

7①・ 7②・ 7⑥・ 8①・ 8④・ 8①

那

賀

郡

一

資

茂

郡

石火郷

射鷲郷

丹科郷

都比郷

入間郷

賀茂郷

築間郷

川津郷

三鳴郷

色日郷

稲梓郷

8③ 。9⑥・ 9④・10◎ 。10② 。10④

70・ 9④

9⑦ 。10③・1l③

7③・■①・12⑥

10③ 。12③

ll②

7⑦・ 8⑦

8④・ 9①

7①・ 7⑦

6③

郡郷不切 8⑦

〔註〕 前の数字は連(烈),後の円囲み数字は節(丸 )
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が
必
要
で
あ
り
、
伊
豆
国
の
場
合
は
そ
れ
が
郷
毎
に
独
自
に
行
な
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
得
た
ら
し
い
。
あ
る
い
は
棄
妾
郷
の
場
合
に
は
、
加
工
段
階
以
前
の
素

材
選
定
の
段
階
に
お
い
て
も
調
堅
魚
収
取
を
前
提
と
し
た
何
ら
か
の
管
理

・
規

制
が
加
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
す
ら
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

従
来
、
調
庸
等
の
律
令
制
的
収
取
に
つ
い
て
は
郡
の
収
取
機
能
が
主
に
注
目

さ
れ
、
そ
の
下
の
郷

（里
）
の
機
能
や
郷

（里
）
を
単
位
と
し
た
独
自
の
様
相

（骰
〉

を
想
定
し
た
研
究
は
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
。
以
上
述
べ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に

些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
同
じ
品
目
の
租
税
物
資
で
あ
っ
て
も

一
国
内
の
郷

に
よ
っ
て
収
取
の
際
の
具
体
的
事
情
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
強
く
示
唆

す
る
例
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
も
の
と
考
え
る
。

（一一一）

伊
豆
国
の
調
堅
魚
付
札
に
関
し
て
、
も
う

一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。　
コ
一

条
大
路
木
簡
」
中
の
同
国
の
付
札
を
み
て
い
る
と
、
田
方

・
那
賀

。
賀
茂
三
郡

の
う
ち
那
賀
郡
の
も
の
の
み
が
記
載
の
形
式
の
点
で
他
郡
と
は
や
や
異
な
っ
た

傾
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。

例
え
ば
郡
名
表
記
に

「那
賀
郡
」

「中
郡
」
の
一
一通
り
の
も
の
が
あ
り

（「中
郡
」
は
石
火
郷
で
六
点
中
三
点

〔不
明

一
点
〕、
都
比
郷
で
四
点
中
二
点
）
、　
ま
た
貢
進
者
記
載
の
み
を
二
行
書
き
に
し
て

い
る
も
の
も
み
え

（丹
科
郷
は
三
点
中
二
点
、
石
火
郷
は
六
点
中
一
点
、
都
比
郷
は
四

点
中
三
点
）
、
他
郡
の
も
の
に
比
し
て
記
載
様
式
に
あ
ま
り
統

一
性
が
み
ら
れ
な

（３５
）

い
の
で
あ
る
「
ま
た

一
応
同
郡
内
で
郷
毎
の
記
載
様
式
の
傾
向
の
よ
う
な
も
の

（“
）

も
窺
わ
れ
る
が
、
同

一
郷
内
の
も
の
で
き
え
記
載
の
あ
り
か
た
が
ま
ち
ま
ち
な

と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
り
わ
け
記
載
の
あ
り
か
た
の
多
様
性
と
い
う
点
で
注
目
さ

れ
る
の
は
、
同
郡
石
火
郷
の
付
札
で
あ
る
。

（史
料
１２
）
。
伊
豆
国
那
賀
郡
石
火
郷
宇
遅
部
黒
栖
調
堅
魚
十
（８７
）

・
一
斤
十
両

「九
連
六
丸
」
天
平
七
年
九
月
十

一
日

（史
料
１３
）
・
口
石
火
郷
物
部
小
熊
調
堅
魚
十

一
斤
十
両

「十
連
四
丸
」

（８８
）

。　
　
　
天
平
七
年
九
月
十

一
日

（史
料
１４
）
・
伊
豆
国
那
賀
郡
石
火
郷
戸
主
矢
田
部
金
毛
口
物
部
祢
万
呂
調
＝

＝
堅
魚
十

一
斤
十
両

「八
連
三
丸
」

（働
）

。
　
天
平
七
年
九
月
十

一
日

本９。
〉

（史
料
１５
）

伊
豆
国
中
郡
石
火
郷
物
部
廣
足
調
堅
魚
十

一
斤
十
両
「九
連
丸
」

（９‐
）

「十
連
二
丸
」

（史
料
１６
）

伊
豆
国
中
郡
石
火
郷
物
榔
際
蒻
船
調
堅
魚
十

一
斤
十
両

〔庚
力
〕

（史
料
１７
）

伊
豆
国
中
郡
石
火
郷
石
火
里
戸
主
物
部
若
□
口
物
部
黒
床
呂
＝

（９２
）

＝
調
堅
魚
十

一
斤
十
両

「十
襲
」

（史
料
１２
‐
・４
）
の
三
点
の
地
の
記
載
は
互
い
に
同

寺
崎
保
広
氏
に
よ
れ
ば

（９３
）

筆
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
三
点
に
は

「九
月
十

一
日
」
と
い
う
具
体
的
な
日
付

も
共
通
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し

（史
料
１２

・
・３
）
が
単
に
貢
進

（史
料
１４
）
は

「戸
主
」
・

者
個
人
名
を
記
す
に
留
ま

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
口
」
を
明
記
し
て
お
り
、
同

一
筆
者
の
も
の
で
も
書
式
に
差
異
が
み
ら
れ
る
。



ま
た
寺
崎
氏
に
よ
れ
ば

（史
料
１５

。
・６
）
の
二
点
も
地
の
記
載
は
互
い
に
同
筆

と
さ
れ
る
が
、
（史
料
１６
）
は
何
故
か
貢
進
者
記
載
の
部
分
に
物
部
姓
の
二
名
の

人
名
が
二
行
並
列
で
記
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
同

一
筆
者
の
も
の
で
あ
る
の
に

差
異
が
あ
る
。
以
上
五
点
は
何
れ
も
郷
里
制
下
の
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
何

故
か
郷
名
ま
で
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
右
の
ニ
グ
ル
ー
プ
と
は
筆
跡
を
異
に

す
る

（史
料
１７
）
の
み
は
比
較
的
書
式
が
整

っ
て
い
て
、
郷
の
下
の
里
ま
で
記

す
と
と
も
に

「戸
主
」

「
日
」
を
明
記
し
て
い
る
。　
な
お
同
国
の
堅
魚
付
札
で

は
貢
進
年
月
は

一
般
に
か
な
り
徹
底
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
六
点
の
う

ち

（史
料
１５
ｉ
・７
）
の
三
点
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
残
る
三
点
は
前
記
の
よ

う
に
日
付
ま
で
記
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
か
な
，
特
異
な
感
じ
が
す
る
。
同

郷
の
付
札
で
あ

っ
て
も
、
筆
記
者
の
違
い
な
ど
に
よ
っ
て
記
載
様
式
が
全
く
ま

ち
ま
ち
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

石
火
郷
の
付
札
に
端
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
記
載
様
式
の
未
熟
さ

・
不
統

一

性
は
、
こ
れ
ら
の
付
札
の
作
成
段
階
と
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
寺

崎
氏
に
よ
れ
ば
、
（史
料
１２

。
・５

・
・６
）
の
追
記
部
分
は
互
い
に
同
筆
で
あ
り
、

こ
れ
ら
と
同
筆
の
追
記
を
も
つ
も
の
に
は
耐
郡
射
鷲
郷
の
二
点
の
付
札
が
あ
蟻
）

ま
た

（史
料
１３

・
・４

・
・７
）
の
追
記
も
互
い
に
同
筆
で
、
同
郡
都
比
郷

・
丹
科

郷

・
射
鷲
郷
に
そ
れ
ぞ
れ

一
点
ず
つ
こ
れ
ら
と
同
筆
の
ヽ
の
が
み
ら
れ
る
と
さ

れ
る
。
寺
崎
氏
は
こ
う
し
た
点
、
お
よ
び
地
の
記
載
で
は
同
筆
関
係
は
同
郷
内

で
収
ま
っ
て
い
る
点
を
根
拠
と
し
て
、
那
賀
郡
で
は

「本
文
は
郷
毎
に
か
か
れ
、

そ
れ
が
郡
に
集
め
ら
れ
た
段
階
で
何
人
か
の
手
で
追
記
さ
れ
た
」
と
推
察
し
て

い
る
。
ま
た

（史
料
１２
‐
・４
）
に
み
え
る

「天
平
七
年
九
月
十

一
日
」
の
日
付

は
、
写
真
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
何
れ
も
地
の
記
載
と
同
筆
の
よ
う
で
あ
り
、
そ

の
点
も
郡
衛
段
階
で
の
調
堅
魚
の
検
収
の
直
前
に
そ
れ
に
備
え
て
こ
れ
ら
の
付

札
が
書
か
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
但
し
こ
れ
ら
の
付
札
の
記
載
の
書
き

入
れ
が
、
郡
の
組
織
と
は
全
く
関
わ
り
な
く
郷
段
階
で
独
自
に
行
な
わ
れ
た
と

直
ち
に
判
断
す
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
や
や
危
険
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

や
は
り
律
令
制
段
階
の
伊
豆
国
那
賀
郡
の
調
堅
魚
収
取
に
お
い
て
郷
を
単
位
と

し
た
独
自
な
様
相
が
か
な
り
顕
著
に
み
ら
れ
た
と
い
う
点
は
ま
ず
間
違
い
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

な
お
同
郡
の
調
堅
魚
付
札
か
ら
窺
わ
れ
る
こ
う
し
た
あ
り
か
た
が
他
郡
の
付

札
に
も
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
が
ヽ
何

れ
に
し
て
も
前
に
検
討
し
た
田
方
郡
棄
妾
郷
の

「
一
斤
十
五
両
」
の
問
題
と
い

い
、
ま
た
那
賀
郡
入
間
郷
の
浮
浪
人
の
調
堅
魚
の
付
札
が
い
き
な
り
郷
の
記
載

（９６
）

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
い
い
、

コ
一条
大
路
木
街
」
中
の
伊
豆
国
の
調
堅

魚
付
札
群
は
律
令
制
的
収
取
に
お
け
る
郷
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
強
く
再
考
を

促
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後

一
層
木
筒
史
料
数
が
増
大
し
、
そ
れ
に

伴

っ
て
律
令
制
的
収
取
に
お
け
る
各
級
地
方
官
行

・
機
関
の
機
能
が
次
第
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。



「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

〓
一　
律
令
制
下
の
贄
制
度

（
一
）

最
後
に
本
節
で
は
、
律
令
制
下
の
贄
制
度
の
あ
り
か
た
に
関
し
て
、

コ
一条

大
路
木
簡
」
の
新
出
史
料
に
接
し
た
う
え
で
若
干
考
え
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て

述
べ
て
お
き
た
い
。

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
若
狭
国
遠
敷
郡
青
郷
の
贄
の
貢

進
付
札
が
あ
る
。

ス
史
料
１８
）
・
青
郷
御
贄
鯛
謄
五
升

（９７
）

。
田
結
五
戸

（史
料
１９
）
。
若
狭
国
遠
敷
郡
青
郷
御
贄
鯛
鮮
一
蝙

（９８
）

・
氷
曳
五
戸

（史
料
２０
）
。
若
狭
国
遠
敷
郡
青
郷
御
贄
始
貝
富
也
交
作

一
蝙

（９９
）

・
氷
曳
五
戸

右
に
掲
げ
た
付
札
に
は
何
れ
も

「五
戸
」
と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「五
戸
」
は
ｔ
れ
ま
で
春
米
の
付
札
の
記
載
の
う
ち
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
春
米
付
札
の
中
に
は

「五
保
」
と
あ
る
も
の
も
あ
る
の
で
、

「
五

戸
」
は
五
保
の
意
味
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

（史
料
２．）
。蛭
田
郷
中
□
里

・
五
戸
物
部
真
万
昌
五
『
）

（史
料
２２
）
。
氷
上
郡
井
原
郷
上
里
赤
持
米
五
斗

（皿
）

・
上
五
戸
語
部
身

（史
料
２３
）
。
播
磨
国
赤
穂
郡
大
原
□（‐０２
）

・
五
保
秦
酒
虫
赤
米
五
斗

（史
料
２４
）
・
御
野
郡
出
石
郷
白
米
五
斗

（‐０３
）

・
天
平
勝
宝
八
歳
米
五
保
倭
文
部
東
人

右
は

「
五
戸
」
な
い
し

「
五
保
」
と
記
さ
れ
た
春
米
の
付
札
で
あ
る
が
、
遠

敷
郡
青
郷
の
贄
付
札
と
や
や
異
な
る
の
は
、
春
米
付
札
の
場
合

「
五
戸

（保
と

記
載
に
続
け
て
個
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
両
者
の

間
で
の
収
取
過
程
に
お
け
る
何
ら
か
の
違
い
が
反
映
し
て
い
る
か
と
も
考
え
き

せ
ら
れ
る
が
、
遠
敷
郡
青
郷
の
贄
付
札
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
個
人
名
記
載
を

伴
う
も
の
が
あ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
も
知
ら
れ
て
い
た
。

（史
料
２５
）
。
若
狭
国
遠
敷
郡
第
胆
嗣
捜
塙

（側
）

・　
秦
人
大
山

こ
の
付
札
は
写
真
で
み
る
と
明
ら
か
に
表
裏
同
筆
で
、
ま
た
表
面
の
文
字
は

木
簡
の
最
下
部
ま
で
達
し
て
お
り
、
表
裏
で

一
連
の
記
載
を
な
し
て
い
る
一
「
壱

蝙
」
と
容
器
で
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
裏
面
の
人
名
が
汗
量
者
の

も
の
で
あ
る
と
も
考
え
に
く
く
、
同
郷
の
調
塩
の
貢
進
付
札
に
秦
人
姓
の
貢
進

者
名
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
人
名
は
貢
進
者
の
も
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。　
わ
ず
か

一
点
で
は
あ
る
が
、

遠
敷
郡
青
郷
の
贄
付
札
に
は
貢
進



主
体
を
明
記
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
同
郷
の
こ
の
種
の
贄
の
収
取
に

は
個
別
人
身
賦
課
的
原
理
が
あ
る
程
度
お
よ
ん
で
い
た
可
能
性
が
窺
わ
れ
よ
う
。

（史
料
１８
ｉ
２０
）
の

「
五
戸
」
と
記
さ
れ
た
同
郷
の
贄
付
札
に
は
個
人
名
記
載

は
み
浣
な
い
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
三
点
と

（史
料
２５
）
と
で
は
後
者
が
里
名
以

下
を
二
行
書
き
と
し
て
い
る
以
外
は
表
面
の
記
載
の
書
式
に
大
差
が
な
い
こ
と
、

（史
料
２５
）
と
全
く
品
目
が
共
通
す
る

（史
料
１９
）
の
例
も
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
付
札
に
み
え
る
贄
の
収
取
過
程
の
状
況
に
は

（史
料
２．
１
２４
）
の
春
米
付
札
の
場
合
と
似
通
っ
た
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

東
野
治
之

。
櫛
木
謙
周
両
氏
は
春
米
付
札
の
「
五
戸

（保
と

に
つ
い
て
、
五

保
が
春
米
の
精
製
作
業
の
労
働
力
を
提
供
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
し
輸
．

こ
の
見
解
を
参
考
と
す
る
な
ら
ば
、
遠
敷
郡
青
郷
の
贄
の
場
合
、
贄
物
と
な
る

儡
つ
加
工
過
程
の
労
働
力
と
し
て
五
保
が
機
能
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
五
戸
」
の
記
載
が
み
え
る
三
点
の
付
札
は
何
れ
も

「鯛

膳
」
「鯛
鮮
」
「賂
貝
富
也
交
作
」
と
い
っ
た
海
産
物
加
工
品
で
あ
り
、
お
そ
ら

‐く
は
五
保
の
雑
客
に
よ
っ
て
贄
物
の
加
工
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
姉
．

強
お
東
野
氏
は
春
米
付
札
の
「
五
戸

（保
と

に
つ
い
て
、
春
米
の
精
製
作
業

を
わ
り
あ
て
ら
れ
た
五
保
が
国
衛
段
階
で
の
検
収
で
問
題
に
さ
れ
る
必
要
性
は

な
か
っ
た
と
し
て
、
こ
の
記
載
を
含
む
付
札
の
記
載
は
郡
よ
り
下
位
の
段
階
に

お
い
て
郡
段
階
で
の
検
収
に
備
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
師
．
こ

の
見
方
に
従
え
ば

（史
料
１８
１
２０
）
の
三
点
の
遠
敷
郡
青
郷
の
贄
付
札
の
場
合

も
同
様
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
が
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
遠
敷
郡
の
贄
付
札
の
形
態
の
規
格
性
に
注
意
し

た
い
。

（史
料
１８
）
は

「
五
升
」
と
容
量
を
記
し

「
一
蝙
」
と
容
器
の
個
数
で

記
す
も
の
と
は
異
な

っ
て
い
る
が
、
木
簡
と
し
て
の
形
態

一
法
量
の
点
で
ヽ
そ

れ
ら
と
は
異
な
り
、
Ｅ

蝙
」

と
記
す
も
の
が
み
な
〇
三
二
ま
た
は
〇
三

一
型

式
で
あ
る
の
に
対
し
て
こ
れ
は
切
り
込
み
の
な
い
小
形
短
形
の
〇
二
一
型
式
で

あ
る
。
こ
の
付
札
と
全
く
同
様
に

「五
升
」
の
記
載
を
有
す
る
小
形
短
形
の
青

郷
の
贄
付
札
に
は

『
平
嫉
官
木
簡
　
一
直

一
〓
一八
三
号
が
あ
り
、
「
×
×
五
戸
」

の
記
載
が
な
い
点
だ
け
が
異
な

っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
溝
ｓ
Ｄ
三
〇
三
五

（第

二
二
次
北
地
区
）
か
ら
出
上
し
た
も
の
で
木
簡
の
年
代
は
不
明
で
あ
る
姉
、）
確

率
的
に
は

（史
料
１８
）
と
は
別
年
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
ぐ
、
遠
敷
郡
青

郷
で
は
右
の
二
種
類
の
付
札
を
同

一
の
贄
物
の
荷
に
対
し
て
使
用
す
る
方
式
を

少
な
く
と
も
何
年
か
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る

（な
お
一
般
に

同
郡
の
贄
付
札

【同
種
の
も
の
ど
う
し
〕
で
は
、
「
五
戸
」
の
記
載
を
も
つ
も
の
と
も
た

な
い
も
の
と
の
間
で
型
式
・
法
量
・
書
風
な
ど
が
と
く
に
異
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
）。

ま
た

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
に
み
ら
れ
る
同
郡
木
津
郷

・
車
持
郷
の
贄
付
札
は

〇
三
二
型
式
で

「
一
蝙
」
の
記
載
を
も

っ
て
お
り
、
青
郷
の
贄
付
札
の
う
ち
の

「
一
蝙
」
を
記
す
タ
イ
プ
の
も
の
と
型
式

・
法
量

。
書
風
な
ど
の
点
で
ほ
と
ん

（棚
）

ど
違
い
が
な
く
、
二
種
類
の
付
札
を
併
せ
て
使
用
す
る
方
式
は
同
郡
内
の
こ
れ

ら
の
郷
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
繍
．

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
遠
敷
郡
青
郷
の

「五
戸
」
の
記
載
を
も
つ
贄
付
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札
は
東
野
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
郡
段
階
で
の
検
収
を
前
提
に
書
か
れ
た
と
み
る

に
し
て
も
、
そ
の
場
合
で
も
や
は
り
郡
の
指
導
の
下
に

一
定
の
規
格
的
な
規
制

を
う
け
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

「五
戸
」
の
記
載
の
有
無
に
よ
っ

て
木
簡
と
し
て
の
型
式

・
法
量
や
書
風
に
と
く
に
差
異
が
あ
る
と
は
み
ら
れ
な

い
点
か
ら
す
れ
ば
、

「
五
戸
」

と
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
木
簡
の
記
載
の
書

き
入
れ
段
階
に
つ
い
て
は

「
五
戸
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
様
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
今
の
と
ｔ
ろ
遠
敷
郡
の
贄
付
札
の
中
で

「
五
戸
」
の
記
載
が
み
ら

れ
る
の
は
前
掲
の
青
郷
の
三
点
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
郷
里
制
下

の
も
の
で
あ
り
、
「
田
結
」
「氷
曳
」
は
里

（
コ
ザ
ト
）
の
名
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
。

「
田
結
」

は
現
京
都
府
舞
絡
市
大
宇
田
井
が
、

「氷
曳
」

は
現
福
井
県

大
飯
郡
高
浜
町
大
字
日
引
が
そ
れ
ぞ
れ
遺
称
地
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
（史

料
２２
）
の

「上
五
戸
」
が
明
ら
か
に
丹
波
国
氷
上
郡
井
原
郷
上
里
の
五
保
を
指

し
て
い
る
こ
と
、
青
郷
の
贄
付
札
の
中
に

「
×
×
五
戸
」
が
記
さ
れ
る
の
と
同

じ
位
置

全
異
面
）
に

「小
野
里
」
と
記
し
た
も
の
も
あ
る
こ
輛
ゲ
ニ
点
か
ら
み

れ
ば
、

「
×
×
五
戸
」
は
某
里
の
五
保
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
る
い

は
郷
里
制
下
の
贄
付
札
に

「
五
戸
」
記
載
が
現
れ
る
の
は
、
従
来
の
里

（オ
オ

ザ
ト
）
の
細
分
化
に
伴
い
末
端
の
収
取
機
構
に
お
い
て
も
五
保
を
単
位
と
し
て

一
定
の
整
備
が
行
な
わ
れ
た
な
ど
と
い
う
よ
う
な

一
時
的
な
事
情
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
た
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
こ
の
点
、
前
述
の
よ
う
に

「
五
戸
」

と
記
さ
れ
た
付
札
は
他
の
同
郷
の
贄
付
札
と
形
態
、
書
風
な
ど
の
点
で
ほ
と
ん

ど
差
異
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
う
記
さ
れ
て
い
な
い
付
札
に

も
実
際
は
五
保
に
よ
っ
て
加
工
作
業
が
な
さ
れ
た
贄
物
の
付
札
が
含
ま
れ
て
い

る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
方
春
米
付
札
の
場
合
を

参
考
に
す
る
な
ら
臨
）
や
は
り
郷
ま
で
で
記
載
が
終
わ

っ
て
い
る
も
の
と

「
五

戸
」
ま
で
記
し
て
い
る
も
の
と
で
は
海
産
物
の
加
工
労
働
の
わ
り
あ
て
の
対
象

と
な
る
単
位
が
異
な

っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ

う
し
た
点
に
つ
い
て
は
木
筒
史
料
の
増
加
を
待

っ
て
、
今
後
あ
ら
た
め
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

何
れ
に
せ
よ
、

「
五
戸
」

の
記
載
を
有
す
る
贄
付
札
が
付
け
ら
れ
て
い
た
贄

物
は
、
郷

。
里
や
五
保
と
い
っ
た
公
民
支
配
の
た
め
の
末
端
の
行
政
区
分
を
単

位
と
し
て
収
取
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

「
五
戸
」

の
記
載
を
も

た
な
い
贄
付
札
も
形
態

・
書
風
な
ど
で
と
く
に
差
異
は
な
い
か
ら
、
遠
敷
郡
の

一
連
の
贄
付
札
は
贄
戸
の
よ
う
な
特
殊
な
専
業
的
貢
納
民
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ

た
贄
物
に
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
概
し
て

一
般
公
戸
の
労
働
力
に

よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
贄
物
に
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

筆
者
は
か
つ
て
遠
敷
郡
青
郷
の
贄
付
札
に
つ
い
て
、

（１
）

贄
付
札
に
み
え
る

貢
進
者
名

Ω
剛
掲

（史
料
２５
）
参
照
）
と
同
郷
の
調
塩
付
札
に
み
え
る
貢
進
者
名

と
で
同
姓

（秦
人
）
の
も
の
が
あ
る
こ
と
、

（２
）
形
態
、
書
風
な
ど
の
点
で

同
郷
の
贄
付
札
と
調
塩
付
札
と
は
比
較
的
よ
く
似
て
い
る
こ
と
、

（３
）

贄
付

札
と
調
塩
付
札
と
で
互
い
に
同
筆
と
み
ら
れ
る
例
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
（４
）

贄
付
札
に
み
ら
れ
る
海
産
物
加
工
品
の
品
名
は
賦
役
令
１
調
絹
絶
条
の
調
の
指



定
品
目
や

『
延
喜
式
』
主
計
寮
式
上
の
若
狭
国
調
の
指
定
品
目
と
重
な
る
も
の

が
少
な
く
な
い
こ
と
、
の
四
点
を
根
拠
に
、
こ
れ
ら
の
付
札
は
性
格
的
に
調
に

近
い
年

一
回
的
な
貢
進
形
態
の
贄
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
輸
．

「
五
戸
」

の
記
載
を
有
す
る
贄
付
札
の
存
在
は
こ
う
し
た
私
見

と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
傍
証
と
な
る
も
の
と
理
解
す
る
。

こ
れ
ま
で
遠
敷
郡
青
郷
の
贄
付
札
は
、
大
膳
職
に
隷
属
す
る
特
殊
な
専
業
的

貢
納
民
に
よ
る
贄
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
あ

っ
�
．

『
東
大
寺
要
録
』
巻
八
所
引
、
天
平
勝
宝
八
歳
五
月
二
二
日

勅
に
は

「大
膳
職
江
人
、
近
江

・
考
狭

・
紀
伊

・
淡
路

。
志
摩
等
国
久
代
已
来
、

毎
月
常
貢
三
供
御
異
味
こ

と
あ
り
、
奈
良
時
代
の
若
狭
国
に
こ
う
し
た
専
業
的

貢
納
集
団
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
贄
戸
が
お
り
、
月
料
の
か
た
ち
で
通
年
的
に
海

産
食
料
品
の
貢
進
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
現
在
ま
で
に

知
ら
れ
て
い
る
同
郷
の
贄
付
札
が
付
け
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
贄
物
は
こ
う
し

た
贄
戸
に
よ
る
贄
と
は
基
本
的
に
は
関
係
が
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
贄
（郎
）

戸
の
根
拠
地
が
同
郷
周
辺
に
所
在
し
た
可
能
性
は
依
然
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

贄
戸
系
の
贄
収
取
は
公
戸
系
の
贄
収
取
と
は
全
く
収
取
系
統
を
別
に
し
て
独
自

な
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
律
令
制
下
で
は
雑
供
戸

や
贄
戸
と
い
っ
た
特
殊
な
貢
納
集
団
か
ら
の
贄
の
収
取
が
か
な
り
さ
か
ん
に
行

な
わ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
に
、
貢
進
物
付
札
で
は
そ
う
し
た
贄
に
関
わ

る
と
み
ら
れ
る
も
の
は
参
河
国
播
豆
郡
諸
島
の
一
群
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
�
．
そ
の
播
豆
郡
諸
島
の
贄
付
札
の
場
合
も
、
第

一
節
で
考
察
し
た
よ
う

に
郡

・
郷
制
に
よ
っ
て
海
部
集
団
が
再
編
さ
れ
、
そ
れ
ら
か
ら
の
計
収
取
に
も

律
令
制
的
収
取
の
諸
原
理
が
か
な
り
強
く
浸
透
し
つ
つ
あ

っ
た
段
階
の
も
の
が

大
部
分
で
あ
り
、
天
平
期
頃
に
お
け
る
同
地
の
贄
を
贄
戸
系
の
贄
の
典
型
例
と

考
え
て
よ
い
か
と
い
え
ば
か
な
り
疑
間
が
あ
る
。
贄
戸
系
の
贄
貢
進
に
は
、
あ

る
い
は

一
般
の
律
令
制
的
な
租
税
物
資
の
場
合
の
よ
う
な
貢
進
物
付
札
が
必
ず

し
も
必
要
と
さ
れ
ず
、
こ
う
し
た
贄
の
取
り
扱
い
や
そ
の
収
取
手
続
き
に
は
何

ら
か
の
特
殊
な
様
相
が
あ

っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

（一
一）

律
令
制
下
の
贄
制
度
は
、
時
期
に
よ
っ
て
そ
の
あ
り
か
た
を
か
な
り
変
化
さ

せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
参
河
国
播
豆
郡
諸
島
の
贄
が
、
律
令
制
的
収
取
の
諸

原
理
の
浸
透
に
よ
っ
て
古
い
段
階
か
ら
有
し
て
い
た
伝
統
的
な
貢
進
形
態
を
徐

徐
に
変
質
さ
せ
て
い
き
、
そ
の
後
月
料
と
い
う
通
年
的
な
貢
進
形
態
の
停
止
に

よ
っ
て
調
に
切
り
換
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
第

一
節
で
考
察
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
若
狭
国
の
贄
付
札
に
み
え
る
贄
も
の
ち
に
は
調

へ
と
税
目
が
変
化

し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
奈
良
時
代
の
同
国
の
貢
進
物
付
札
史
料
を
み
る
限
り

で
は
、
同
国
で
は
調
は
塩
の
み
で
あ
り
魚
貝
類
加
工
品
は
全
て
贄
と
さ
れ
て
い

る
。
同
国
の
中
男
作
物
の
付
札
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
最
近

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
に

一
点
が
見
出
さ
れ
た
。

（史
料
２６
）

若
狭
国
遠
敷
郡
情
珈
跡
瑚
超
斤
　
�
）
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こ
れ
を
参
考
と
す
れ
ば
、
奈
良
時
代
の
同
国
で
は
贄
は
魚
貝
類
、
中
男
作
物

は
海
藻
類
、
調
は
塩
と
い
う
よ
う
に
海
産
食
料
品
の
種
別
に
よ
っ
て
税
目
を
分

け
て
い
‐た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は

『
延
喜
式
』
段
階

に
な
る
と
全
く
み
ら
れ
な
く
な
る
。
式
制
で
は
同
国
の
贄
物
は
贄
戸
系
の
系
統

に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
節
料

・
旬
料
の
贄
を
除
け
ば
生
鮭

・
海
草
類

（毛
都
久

・
於
期

・
褥
海
藻
）
。
山
萱
の
み
に
限
ら
れ
て
お
”
ゞ

海
産
魚
貝
類
加
工
品
は

全
て
調

。
中
男
作
物
と
さ
れ
て
い
る

（中
男
作
物
に
は
海
藻
も
品
目
指
定
さ
れ
て
い

る
）。　
同
国
に
お
け
る
贄
物
と
調
物
と
の
間
の
品
目
上
の
区
別
に
は
、　
天
平
期

頃
以
降
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
ま
た
者
狭
国
の
贄
付

札
に
み
え
る
貢
進
物
の
品
目
に
も

『
延
喜
式
』
の
若
狭
国
調
の
品
日
と
重
な
る

（抑
〉

ヽ
の
が
目
立
つ
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
貢
進
物
は
そ
の
後
贄
か
ら
調

ヘ

と
貢
進
の
際
の
名
目
が
変
化
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
こ
と
か
ら

遡
れ
ば
、
『
延
喜
式
』
制
の
前
段
階
の
時
期
、
と
り
わ
け
奈
良
時
代
に
お
い
て

は
、
如
何
な
る
品
目
を
贄
物
と
し
、
如
何
な
る
品
目
を
調
物
と
す
る
の
か
は
国

毎
の
独
自
の
基
準
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
程
度
あ
り
得
た
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
は
中
央
政
府
と
の
関
係
を
通
じ
て
次
第
に
贄

の
対
象
品
目
に
改
定
が
加
え
ら
れ
て
い
き
、
調
の
品
日
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
あ

り
ふ
れ
た
も
の
は
あ
ま
り
含
ま
れ
な
く
な
り
、
贄
に
特
徴
的
な
独
自
の
品
目
が

よ
り
多
く
指
定
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

贄
物
が
調

・
中
男
作
物
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
比
較
的
多
く

あ
り
得
た
こ
と
も
、
奈
良
時
代
の
贄
制
度
の
一
特
徴
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（史
料
２７
）

□
□
□
〔剛
径
調
贄
楚
割
六
廟
）

（史
料
２８
）
。
因
暗
国
気
多
郡
勝
見
郷
中
男
神
部
直
勝
見
麿
作
物
海
藻
大
御
＝

＝
贄
壱
籠
六
斤
太
　
　
　
　
　
　
　
（９

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
護
景
雲
四

（史
料
２９
）

因
幡
国
汝
美
郡
廣
端
郷
清
水
里
九
部
百
嶋
中
男
作
物
海
藻
御
＝

（史
料
３０
）
因
醇
囃
衛
容
脚
珈
坤
憮
内
暗
藻
大
贄
壱
籠
　
岸対
瑞
ゴ
年
四
踊
）

（史
料
３．
）

播
磨
国
賀
古
郡
淡
棄
郷
□
□
里
伯
祢
部
石
村
御
調
御
贄

「大
＝

＝
鯖
六
斤
太
一

（史
料
３２
）

伊
予
国
宇
和
郡
調
贄
楚
割
六
廟

（
）
同
文
二
点
あ
り
）

右
に
掲
げ
た
も
の
の
う
ち
、
（史
料
２９
ぞ
３２
）
は
二
条
大
路
出
上
の
木
簡
で
あ

る
。

『
延
喜
式
』
制
で
は
、
内
膳
司
式
の
諸
国
貢
進
御
贄
年
料
の
規
定
に
大
宰

府
の
調

。
中
男
作
物
の
傾
加
工
品
や
鮒
鮨
を
贄
に
振
り
あ
て
る
こ
と
が
み
え
る

が
、
大
宰
府
管
内
で
の
み
通
用
す
る
特
殊
な
制
度
で
あ

っ
て
あ
く
ま
で
例
外
的

で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
奈
良
時
代
の
木
簡
史
料
で
は
、
贄
を
調
に
よ

っ
て
調
達
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
三
例
、
中
男
作
物
に
よ
っ
て
調
達
し
た
こ
と

を
示
す
も
の
三
例
に
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
諸
例
の
う
ち
、
中
男
作
物
に
よ
っ
て
贄
を
調
達
し
た
こ
と
を
示
す
も

（閉
）

の
は
何
れ
も
困
幡
国
の
付
札
で
あ
る
が
、

同
国
に

つ
い
て
は

「
二
条
大
路
木

簡
」
の
中
に
い
わ
ゆ
る
国
衝
様
書
風
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
贄
付
札
が
確
認
さ
れ

た
。



（一
杵
３３
▼
　
因
幡
国
進
上
鮮
鮭
　
御
暫
壱
隻
雄
栖
　
　
天
平
庁
年
十
筋
）

（史
料
３４
）

因
幡
国
気
多
郡
□
海
藻

壱
籠

大
四
　
　
　
　
　
（υ

天
平
八
年
三
月

両
者
と
き
写
真
で
み
る
限
ヶ
明
ら
か
な
国
衝
様
書
風
の
字
体
で
あ
り
、
か
つ

木
簡
の
組
を
付
け
る
た
め
の
切
り
込
み
部
分
な
ど
材
の
加
工
も
き
わ
め
て
丁
寧

に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
よ
く
み
て
み
る
と
二
点
と
も

「因
」
を
小
さ
め

の

「国
」
に
つ
く
る
点
や

「国
」
「年
」
の
字
形
に
両
者
で
少
し
の
差
異
も
み
ら

れ
な
い
点
な
ど
か
ら
、
と
も
に
明
ら
か
に
同
筆
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
な
お

六
史
料
３４
）
の

「□
海
藻
」
は
国
行
様
書
風
の
付
札
で
あ
る
こ
と
、
貢
進
丹
が

は
し
り
の
フ
カ
メ
の
採
取
時
期
に
相
応
し
い
三
月
で
あ
る
こ
れ
〆
ら
み
て
贄
物

の

「若
穴
褥
）
海
藻
」
で
あ
ろ
う
。
因
幡
国
の
褥
海
藻

・
鮮
鮭

（生
鮭
）
は
、

と
も
に

『
延
喜
式
』
宮
内
省
式
の
諸
国
例
貢
御
贄
、
内
膳
司
式
の
諸
国
貢
進
御

贄
年
料
に
み
え
る
。
初
物
フ
カ
メ
で
あ
る
褥
海
藻
や
鮮
物
と
し
て
特
別
に
扱
わ

れ
る
鮮
鮭
は
代
表
的
な
贄
物
で
あ
り
、
付
札
の
形
態

。
書
風
に
よ
っ
て
も
他
の

貢
進
食
料
品
類
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
（史
料
３３
・

３４
）
の
筆
記
者
は
、
こ
う
し
た
特
別
の
貢
進
物
と
し
て
選
び
ぬ
か
れ
た
贄
物
の

付
札
の
記
入
を
担
当
す
る
国
行
の
官
人

（史
生
か
）
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。

一
方
中
男
作
物
が
贄
物
と
し
て
貢
進
さ
れ
た
例
は
何
れ
も
海
藻
（
メ
、
初
物
以

外
の
一
般
つ
ワ
カ
と

で
あ
蝙
）
貢
進
月
を
み
て
み
る
と
四
月
と
七
月
で

一
般
の

調
物
の
貢
進
期
間
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
贄
と
調
と
の
中
間
的
な

性
格
を
有
す
る
貢
進
物
か
と
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
が
、
同
国
の
中
男
作
物
の
海

藻
付
札
に
も
六
月
と
七
月
の
記
載
が
み
え
る
の
で
、　
一
般
の
中
男
作
物
の
海
藻

と
こ
れ
ら
の
海
藻
と
で
採
取

・
加
工
の
過
程
が
全
く
分
け
ら
れ
て
い
た
と
み
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
も
窺
わ
れ
る
。
同
国
で
は
、
調
の
貢
進
期
間
に
関

わ
り
な
く
中
男
の
雑
得
を
駆
使
し
て
フ
カ
メ
の
採
取

・
加
工
を
行
な
い
中
男
作

物
の
海
藻
を
貢
進
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
も
良
質
の
も
の
を
贄
と
し
て
貢
進

す
る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
よ
う
。
但
し
こ
ち
ら
は
付
札
の
形
態

・
書
風
を
み
て
も
中
男
作
物
の
海
藻
付
札
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、

こ
れ
ら
が
中
央
政
府
に
よ
っ
て
贄
と
し
て
の
貢
進
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
褥
海
藻
や
鮮
鮭
と
全
く
同
様
の
取
り
扱
い
を
受
け
た
と
は
考
た
難
く
思

わ
れ
る
。
（史
料
２９
）
と

（史
料
３３

・
３４
）
と
は
何
れ
も
同

一
年

（天
平
八
年
）

の
贄
物
に
付
け
ら
れ
た
付
札
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
形
態

。
書
風
に
は
明
ら
か

な
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
（史
料
２８
１
３０
）
の
間
で

「大
御
贄
」
「御
贄
」

「大
贄
」
と
税
目
記
載
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
際
と
く
に

大
き
な
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

次
に
調
に
よ
っ
て
贄
を
調
達
し
た
例
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
貢
進
国
不
明
の

（史
料
２７
）
と
搭
磨
国
の

（史
料
３．
）
、
伊
予
国
の

（史
料
３２
）
の
三
例
が
あ
る
。

後
二
者
に
つ
い
て
は
、
『
延
喜
式
』
制
で
は
搭
磨
国
の
調
の
大
鮒
、
伊
予
国
の

調
の
楚
割
は
と
も
に
み
ら
れ
な
い
点
が
注
意
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
本
来
他
物
を

調
と
し
て
輸
す
る
と
こ
ろ
を
そ
の
分
を
海
産
物
に
振
り
替
え
、
良
質
の
品
な
の

で
さ
ら
に
そ
れ
を
贄
物
と
し
た
、
と
い
つ
た
こ
と
も
全
く
考
え
ら
れ
な
く
は
な



「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
楚
割

（雑
魚
楚
割
）
は
調
の
海
産
物
と
し
て
は
少
な

か
ら
ず
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
崎
）
鮒
も
鮒
謄

・
乾
鮒
が

『
延
喜
式
』
主
計
寮
式

（側
）

上
に
調
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
何
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
調
に
指
定

さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
と
ま
れ
贄
と
調
と
で
あ
る
種
の
互
換
性
が
認
め

ら
れ
た
ケ
ト
ス
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
取
り
敢
え
ず
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
何
れ
の
付
札
も
国
衛
様
書
風
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
見

上

一
般
の
調
の
付
札
と
と
く
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

．以
上
に
み
た
よ
う
に
、
（
１
）
『
延
喜
式
』
制
よ
り
前
の
段
階
、
と
り
わ
け
八

世
紀
代
に
お
い
て
は
、
贄
と
し
て
貢
進
す
る
も
の
の
品
目
の
選
定
に
は
国
毎
の

独
自
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
後
そ
う
し
た
あ
り
か
た
は
中
央

政
府
側
の
意
向
に
よ
っ
て
次
第
に
あ
ら
た
め
ら
れ
て
い
っ
た
、
（２
）
天
平
期

頃
に
は
、
諸
国
が
貢
進
主
体
と
な
る
贄
物
に
も
同
国
の
貢
進
食
料
品
を
代
表
す

る
品
と
し
て
き
わ
め
て
格
別
の
扱
い
を
受
け
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が

あ
り
、
後
者
の
場
合
は
調

・
中
男
作
物
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得

た
、
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
奈
良
時
代
の
贄
は
後
の

『
延
喜
式
』
制
の
贄

な
ど
に
比
し
て
制
度
面
で
幾
分
未
熟
で
あ
り
、
制
度
的
外
形
が
や
や
不
明
瞭
で

あ

っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
『
延
喜
式
』

制
で
は
品
日
の
面
で
は
贄
制
度
の
独
自

性
が

一
層
強
調
さ
れ
、
調
や
中
男
作
物
と
の
制
度
的
区
別
も
か
な
り
鮮
明
化
さ

れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
木
簡
に
み
え
る
贄
を
考
察
す
る
際
に

『
延

喜
式
』
の
贄
の
イ
メ
ー
ジ
を
安
易
に
当
て
嵌
ゅ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は

か
な
り
危
険
で
あ
り
、
両
者
の
間
の
段
階
的
な
差
異
に
充
分
留
意
せ
ね
ば
な
ら

（削
）

な

い
で
あ

ろ
う
。

律
令
制
下
に
諸
国
が
主
体
と
な
っ
て
貢
進
し
て
い
た
贄
の
基
本
的
な
性
格
の

一
端
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
史
料
と
し
て
は
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年

（七

三
〇
）
四
月
甲
子

（
一
〇
日
）
条
の
太
政
官
処
分
の
「
又
国
内
所
レ
出
珍
奇
日
味
等

物
、
国
郡
司
蔽
匿
不
レ進
、
亦
有
下
困
二乏
少
一而
不
多
進
。
自
レ今
以
後
、
物
雖
ニ

乏
少
一
不
レ
限
工
駅
伝
う
任
レ便
貢
進
」
と
い
う
部
分
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「国
内
所

レ
出
珍
奇
口
味
等
物
」

に
贄
が
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、　
こ
れ
に
よ

れ
ば
贄
の
制
度
は
物
資
の
量
的
充
足
を
目
的
と
し
た
調
の
よ
う
な
純
財
政
的
な

制
度
と
は
異
な
り
、
た
と
え
少
量
で
あ

っ
て
も
諸
国
が
純
粋
に
自
国
産
の
食
料

品
を
貢
献
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
制
度
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
贄
制
度

に
は
律
令
国
家
に
よ
る
諸
国
統
治
を
象
徴
す
る
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
、
儀

礼
性
が
強
く
纏
わ
り
つ
い
て
い
る
こ
と
も
容
易
に
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

『
延
喜
式
』
制
や
そ
れ
以
降
に
至
る
制
度
の
変
遷
も
そ
の
独
自
の
制
度
的
属
性

（出
）

の
展
開
や
変
質
と
の
関
わ
り
で
あ
ら
た
め
て
捉
え
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

「
二
条
大
路
木
簡
」
が
貢
進
物
付
札
を
用
い
た
古
代
史
研
究
の
発
展
に
今
後

大
き
く
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
感
さ
れ
る
そ
の
最
大
の
所
以
は
、
こ
れ
ま
で

に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
な
質

・
量
と
も
に
豊
富
な
同
時
期
の
同



一
地
域
に
関
わ
る
史
料
群
の
供
給
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
こ
の
種
の
研
究
の
基
礎
と
な

っ
て
い
た
木
簡
史
料
は
概
し
て
様
々

な
地
域
の
様
々
な
時
期
の
貢
進
物
付
札
の
集
積
で
し
か
な
く
、
記
載
様
式
や
書

風
、
本
簡
の
形
態
な
ど
の
比
較
検
討
の
手
法
を
用
い
た
研
究
に
も
大
き
な
制
約

が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。　
コ
一条
大
路
木
簡
」

の
出
現
に
よ

っ
て
貢
進
物
付
札
の

史
料
数
は
飛
躍
的
に
増
大
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
個

々

の
貢
進
物
付
札
が
研
究
者
に
示
唆
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
情
報
の
内
容
も
こ
れ

ま
で
よ
り
は
は
る
か
に
多
様
で
豊
富
な
も
の
と
な

っ
て
い
く
で
あ
ろ

孔ゝ

と
く

に
地
方
官
衝
段
階
か
ら
中
央
政
府
段
階
に
至
る
ま
で
の
租
税
収
取

・
勘
検
の
実

態
に
関
す
る
研
究
は
、
正
に
こ
れ
か
ら
新
段
階
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。
本
稿
は
未
熟
な
習
作
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
、

コ
一条
大
路
木
簡
」

の

貢
進
物
付
札
が
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
史
料
群
と
し
て
の
多
様
な
可
能
性
の

ご
く

一
端
で
も
そ
こ
に
示
し
得
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
執
筆
の
目
的
の
過
半

は
達
成
さ
れ
る
も
の
と
考
た
る
。

註（１
）

な
お

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報

（二
十
三
）
―
―
長
屋
王
家
木
簡

二
十
１
』
（
一
九
九
〇
年
一
一
月
、
以
下

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
は

『概
報
』
と
略
称
す
る
）
に
は
い
二
条
大
路
出
土
の
も
の
で
は
な
い
が
東
二
坊
坊
間

路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
六
九
九
か
ら
出
土
し
た
貢
進
物
付
札
の
釈
文
が
収
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
ら
も

「
二
条
大
路
木
簡
」
と
と
も
に
新
出
史
料
と
し
て
扱
，
。

（２
）

最
近
山
尾
幸
久
氏
は

『延
喜
式
』
に
み
え
る
旬
料
に
つ
い
て
、
桓
武
朝
頃
始
ま

っ
た
例
月
の
旬
儀

（旬
宴
）
の
た
め
に
充
て
ら
れ
る
贄
で
あ
る
と
の
新
見
解
を
示

し
た

（山
尾

「
『延
喜
式
』
の
御
贄
を
め
ぐ
っ
て
」

偶
古
代
文
化
』

四
三
巻
二
・

三
号
、　
一
九
九

一
年
じ
。
ま
た
同
氏
は
、
旬
料
を
贄
戸
ま
た
は
御
厨
か
ら
貢
進
さ

れ
る
贄
で
あ
る
と
す
る
通
説
的
見
解
に
も
疑
問
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
今

後
の
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
，
が
、
し
か
し
播
豆
郡
諸
島
の
贄
の
場
合
は

「
×
嶋

海
部
供
奉
」
と
い
う
付
札
の
書
式
、
お
よ
び

『
東
大
寺
要
録
』
巻
八
所
引
、
天
平

勝
宝
八
歳
五
月
二
二
日
勅
に
近
江
等
五
国
が
大
膳
職
江
人
と
と
も
に
月
料
の
贄
を

貢
進
す
る
こ
と
が
み
え
、
播
豆
郡
の
贄
付
札
の

「
月
料
」
も
こ
れ
に
関
連
す
る
と

み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
同
地
の
海
部
集
団
が
律
令
制
前
か
ら
伝
統
的
に
贄
を

貢
進
し
て
い
た
可
能
性
は
比
較
的
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（３
）

『
平
城
官
木
簡
　
一　
解
説
』
（奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所
、　
一
九
六
九
年
）
、

勝
浦
令
子

「律
令
制
下
贄
貢
納
の
変
遷
」
翁
日
本
歴
史
』
二
五
二
号
、　
一
九
七
七

年
）
。

（４
）

鬼
頭
清
明

「
御
贄
に
関
す
る
一
考
察
」

（竹
内
理
三
博
土
古
稀
記
念
会
編

『
続

律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
八
年
所
収
）
。

な
お
勝
浦
前
掲

論
文

（註
３
）
も
、
播
豆
郡
の
贄
付
札
に
み
え
る
島
名
を

「
一
般
の
地
方
行
政
区

画
か
ら
は
ず
れ
た
嶋
名
」
と
解
し
、
海
部
は

「
郡
に
よ
る
特
別
な
統
轄
を
受
け
て

い
た
」
と
考
え
て
い
る
。

（５
）

長
山
泰
孝

「
贄
と
調
に
つ
い
て
」

（井
上
薫
荻
授
退
官
記
念
会
編

『
日
本
古
代

の
国
家
と
宗
教
』
下
巻
　
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
〇
年
所
収
）
。

（６
）

写
真
を
み
る
と
、
裏
面
の
人
名
の
部
分
の
書
体
が
や
や
く
ず
れ
て
い
る
が
別
筆

と
判
断
さ
れ
る
程
で
は
な
く
、
表
一異
同
筆
で
一
連
の
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。

（７
）

三
島
は
律
令
制
下
で
は
と
も
に
播

（幡
）
豆
郡
に
属
し
て
い
た
が
、
現
在
は
篠

島

。
日
間
賀
島
は
知
多
郡
南
知
多
町
に
、
佐
久
島
は
幡
豆
郡

一
色
町
に
そ
れ
ぞ
れ

属
し
て
い
る
。

（８
）

今
泉
隆
雄

「
貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
」

（奈
巨
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『
奈
良

国
立
文
化
財
研
究
所
研
究
論
集
』
Ⅳ
、　
一
九
七
八
年
所
収
）
。



（９
）

高
島
英
之

「参
河
国
播
豆
郡
贄
貢
進
付
札
の
再
検
討
」
翁
史
友
』
二
〇
号
、　
一

九
八
八
年
）
。

（１０
）

八
月
料
の
付
札
が
篠
嶋

。
析
嶋
両
島
に
み
ら
れ
る
こ
と

（７

・
Ｖ
）
、
天
平

一

八
年
は
闇
年
で
あ
る
の
で
３６
の
付
札
に
み
え
る

一
二
月
は
偶
数
月
で
は
な
く
奇
数

月
の
扱
い
と
な
り
篠
嶋
が
贄
貢
進
に
あ
た
る
筈
で
あ
る
の
に
、
３６
は
折
嶋
の
付
札

で
あ
る
こ
と
、
の
二
点
を
問
題
と
し
て
い
る
。

（Ｈ
）

福
岡
猛
志

「
三
河
湾

『
海
部

・
贄
』

木
簡
の
諸
問
題
」

翁
歴
史
の
理
論
と
教

育
』
七
二
号
、　
一
九
八
八
年
）
、
同

『
新
修
半
田
市
史
　
本
文
篇
』
（半
田
市
、　
一

九
八
九
年
）
第
二
篇
第
四
章

「古
代
」

（以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
福
岡
ａ
論
文
、
福

岡
も
論
文
と
す
る
）
。

（・２
）

高
島
前
掲
論
文

（註
９
）
、
福
岡
前
掲
ａ
論
文

（註
１１
）。

（・３
）

今
泉
前
掲
論
文

（註
８
）
。

（・４
）

『
概
報

（十
五
産

（
一
九
八
二
年
）
。　
な
お
同
遺
構
出
上
の
木
簡
に
み
え
る
年

号
は
天
平

一
二
年

・
同

一
五
年

・
同

一
九
年
各

一
点
、

同

一
八
年
二
点
、
「
天
平

□
年
」
「
天
平
」
各

一
点
で
あ
る
。
貢
進
物
付
札
も
記
載
の
全
体
が
ほ
ぼ
判
明
す

る
も
の
三
点
が
、
何
れ
も
天
平

一
二
年

（七
四
〇
）
以
降
の
郡

。
郷
の
記
載
を
も

っ
て
い
る
。

（・５
）

『
概
報

（十
七
こ

（
一
九
八
四
年
）
。

（・６
）

『
概
報
０
一十
二
こ

に
よ
れ
ば
、
二
条
大
路
の
南
側
の
溝
で
あ
る
Ｓ
Ｄ
五

一
〇

〇
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
記
さ
れ
た
年
紀
は
天
平
三
年
（七
三
一
）
を

一
一
年

（七

二
九
）
で
、
と
く
に
天
平
七

・
八
年
が
多
い
と
さ
れ
る
。
ま
た

『
同

（
二
十
四
送

に
よ
れ
ば
、
北
側
の
溝
で
あ
る
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇

・
五
三

一
〇
か
ら
出
上
し
た
木
簡

に
記
さ
れ
た
年
紀
は
、
前
者
が
神
亀
五
年

（七
二
人
）
の
一
点
を
除
い
て
天
平
三

年
を
八
年
で
と
く
に
天
平
七

・
八
年
が
多
く
、
後
者
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
天
平

八
年
の
も
の
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（・７
）

な
お

「
二
条
大
路
木
簡
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
上
し
た
三
点
の
付
札
の
年
代
に

も
触
れ
て
お
く
。
ま
ず
左
京
三
条
二
坊

一
坪
の
土
坑
Ｓ
Ｋ
五
〇
七
四
全

九
七
次
）

か
ら
出
土
し
た
４９
に
つ
い
て
は
、
同
土
坑
か
ら
は
年
紀
を
も
つ
木
簡
は

「神
亀
五

年
六
月
」
と
書
か
れ
た
一
点
が
出
上
し
た
に
留
ま
る
の
で
年
代
を
明
ら
か
に
は
し

難
い
が
、
あ
る
い
は
天
平
初
期
前
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
８３

・
８４
が
出
土

し
た
東
二
坊
坊
間
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
六
九
九
盆

九
三
次
Ｂ
区
、　
一
九
八
次
Ａ
区
）

は

『
概
報

（
二
十
三
速

に
よ
れ
ば
奈
良
時
代
後
期
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
も
の
ら

し
く
、
出
土
木
簡
に
み
え
る
年
紀
は
養
老
六
年

（七
二
二
）
を
天
平
三
年

（七
三

一
）
で
と
く
に
天
平
元

・
二
年
の
も
の
が
多
い
の
で
、
こ
れ
ら
二
点
は
天
平
初
期

頃
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
比
較
的
高
い
。

（・８
）
　

「
大
贄
」
「
御
贄
」
の
表
記
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
律
令
制
下

の
贄
に
つ
い
て
」
翁
東
北
大
学
附
属
図
書
館
研
究
年
報
』
二
一
、
二
二
号
、　
一
九

八
八
、
八
九
年
）
赤
照
。

（・９
）

同
遺
構
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
年
紀
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は
本
文
に
記
し
た

よ
う
に
養
老
七
年
で
あ
る
が

（『概
報

（十
九
こ

一
五
頁
上
段
、
二
三
頁
上
段
）
、

そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
と
考
え
ら
れ
る
里
制
下
の
貢
進
物
付
札
が
数
点
あ
り
、

貢
進
物
付
札
の
中
に
は
か
な
り
古
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

４０
ど
４６
は
４７
に
比
し
て
も
、
そ
れ
程
時
期
的
に
大
幅
に
降
る
ヽ
の
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
註
（１７
）
で
述
べ
た
こ
と
と
併
せ
考
え
れ
ば
、
本
文
で
以
下
ｔ
述
べ

る
よ
う
な
播
豆
郡
諸
島
の
贄
付
札
の
記
載

・
書
式
の
変
化
の
画
期
は
、
神
亀
年
間

を
天
平
初
年
頃
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（２０
）

奈
良
県
教
育
委
員
会

『藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
概
報
』

（大
和
歴
史
館
友
史
会
、

一
九
六
八
年
）
四
四
号
。

（２．
）

福
岡
前
掲
ａ
論
文

（註
１１
）
。
同
氏
は

（史
料
２
）
の
付
札
の

「篠
嶋
」
に
次

ぐ
二
字
を

「郷
海
」
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。

（２２
）

『
概
報

（十
六
産

（
一
九
八
三
年
）
六
頁
上
段
。

（２３
）

最
近
で
は
山
尾
前
掲
論
文

（註
２
）
。

（２４
）

野
村
忠
夫

「律
令
的
行
政
地
名
の
確
立
過
程
」

（井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会

編

『古
代
史
論
叢
』

中
巻
　
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
八
年
所
収
）
、
福
岡
前
掲
ｂ

「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度
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論
文

（註
１１
）
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（２５
）

平
城
遷
都
が
和
銅
三
年

（七

一
〇
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
後
同

六
年
五
月
以
前
の
三
年
間
程
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
４７
と
４０
を
４２
と
が
と

一
　

も
に
こ
の
期
間
の
も
の
で
あ
る
と
は
や
や
考
え
に
く
い
。
両
者
で
は

「
ハ
ヅ
郡
」

の
表
記
が
異
な

っ
て
い
る
う
え
、
前
者
は

「
大
贄
」
後
者
は

「
御
贄
」
と
税
帽
表

記
も
異
な
っ
て
お
り
、
互
い
に
同

一
時
期
の
も
の
を
は
見
枚
し
難
い
。
税
目
表
記

の
点
か
ち
み
て
前
者
の
方
が
よ
り
古
い
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
前
者
か
ら
後
者

ヘ

の
記
載
様
式
の
変
化
が
右
の
僅
か
三
年
間
程
の
間
に
生
じ
た
と
み
る
こ
と
は
や
や

困
難
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（２６
）

写
真
を
実
見
し
た
と
こ
ろ
、
「
郷
」
字
の
あ
る
も
の
も
な
い
も
の
も
型
式

・
書

風
な
ど
の
点
で
と
く
に
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

（２７
）

ｔ
の
点
に
つ
い
て
は
、
荒
木
敏
夫
氏
よ
り
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。

（２８
）

佐
久
島
地
区
を
除
く
現

一
色
町
あ
た
り
が

『
和
名
抄
』
郷
比
定
地
の
空
白
地
帯

で
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
吉
田
東
伍
編

『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
（な
お
郷
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
太
田
亮

『
日
本
国
誌
資
料
叢
書
　
一二
河
』

〔磯
部
甲
陽
堂
、　
一
九
二
六
年
〕
や

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
　
２３
　
愛
知
県
』

【角
川
書
店
、　
一
九
八
九
年
〕
の
諸
説
整
理
を
参
考
に
し
た
）
。
但
し
こ
の
あ
た

つ
は
古
代
遺
跡
の
分
布
が
か
な
り
希
薄
な
地
域
で
も
あ
る
の
で
、
い
ま
少
し
検
討

の
要
も
あ
ろ
う
。

（２９
）

知
多
半
島
の
先
端
、
現
知
多
郡
南
知
多
町
大
字
師
崎
の
羽
豆
岬
に
は
羽
豆
神
社

が
あ
り
、
現
幡
豆
郡
吉
良
町
大
字
宮
崎
の
幡
豆
神
社
と
同
じ
く
建
稲
種
命
を
祀

っ

て
お
り
、
両
社
に
は
深
い
関
係
が
あ
る
ら
し
い
。
福
岡
氏
は
か
つ
て
木
簡
中
に

『
和
名
抄
』
の
知
多
郡
五
郷
の
う
ち
但
馬
郷
の
み
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
も

根
拠
と
し
て
、
知
多
半
島
先
端
部
が
古
代
に
播
（幡
）
豆
郡
に
属
し
て
い
た
可
能
性

を
述
べ
ら
れ
た

（福
岡
前
掲
ａ
論
文

〔註
１ｌ
Ｊ
。
コ
一条
大
路
木
簡
」
中
に
は
但

馬
郷
の
調
塩
付
札
が

一
点
あ
り

（『概
報

（
二
十
二
送

一
一〇
頁
上
段
）
、
福
岡
氏

の
想
定
の
一
根
拠
は
崩
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
知
多
半
島
先
端
の
一
部
地
域
が
律

令
制
の
時
期
に
播
（購
）
豆
郡
域
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（３０
）

現
在
日
間
賀
島
で
は
三
五
基
の
古
墳
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
篠
計
で

は
三
基
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
（福
岡
前
掲
ａ
論
文
）
、
律
令
制
下
に
比

莫
嶋
が
篠
嶋
郷
（里
）
に
編
成
さ
れ
て
い
た
と
み
る
な
ら
ば
、
や
や
意
外
な
よ
う
に

も
思
わ
れ

（な
お

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
　
２３
　
愛
知
県
』
の

「
一
色
町
」
項

に
よ
れ
ば
、
佐
久
島
で
は
現
在
五
〇
基
の
古
墳
が
確
認
さ
れ
て
い
る
）
、
郷

（里
）

名
が

「篠
嶋
郷
（里
こ

と
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。

『
万
棄
集
』
巻
七
、　
〓

〓
三
ハ
番
の
一
首
が
篠
嶋
を
歌

っ
た
も
の
と
す
る

説
は
比
較
的
有
力
な
よ
う
で
あ
り
、
岩
波
書
店
日
本
古
典
文
学
大
系
版

（高
木
市

之
助

・
五
味
智
英

。
大
野
晋
校
注
）
も
こ
の
説
を
と
っ
て
い
る
。
右
の
点
に
つ
い

て
は
、
篠
嶋
の
名
が
中
央
で
も
比
較
的
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
考

慮
す
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
『
南
知
多
町
誌
』
（南
知
多
町
、　
一

九
六
五
年
）
は
、
貞
観
四
年

（八
六
二
）
の
大
地
震
に
よ
っ
て
篠
島

。
日
間
賀
島

一
帯
に
地
盤
沈
下
が
起
こ
っ
た
と
し
、
そ
れ
以
前
は
両
島
は
互
い
に
接
す
る
程
の

状
態
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
を
載
せ
て
い
る
。
福
岡
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
こ

の
見
解
は
地
元
の
伝
承
に
も
と
づ
い
た
も
の
ら
し
く
、
ま
た
地
質
的
に
全
く
異
な

る
両
鳥
が
元
は
相
接
す
る
位
置
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
伝
承
が
存
在
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
過
去
に
お
け
る
両
島
の
政
治
的

。
経
済
的
な

一
体
性
を
反
映
し
た
も

の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
際
注
意
さ
れ
る
。

（３．
）

本
来
な
ら
ば
島
名
を
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
筆
記
者
が
誤

っ
て
郷
名
で
あ
る
か
の

よ
う
に
表
記
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
見
解
は
、
そ
の
よ
う
に
仮
定
し
た
場
合
に
は

こ
う
し
た
書
き
誤
り
は
海
部
の
贄
貢
進
の
根
本
的
な
意
義
に
関
わ
る
重
大
な
誤
記

と
し
て
容
易
に
見
過
ご
さ
れ
る
と
は
考
え
難
い
も
の
と
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
問
題

の

「郷
」
字
を
伴
う
付
札
に
は
何
れ
も

一
切
訂
正
の
痕
跡
す
ら
な
い
こ
と
か
ら
す

れ
ば

（海
部
の

「
部
」
字
を
欠
い
て
し
ま
っ
た
た
め
裏
面
に
全
文
を
善
き
直
し
た

一
例

〔
４
〕
を
想
起
の
こ
と
）
、
解
釈
と
し
て
は
か
な
り
無
理
が
あ
ろ
う
。
お
そ

ら
く

「郷
」
字
の
有
無
自
体
に
は
そ
れ
程
厳
密
な
注
意
が
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ



た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
本
文
で
述
べ
た
見
方
を
と
る
の
が
、
解
釈
と
し
て
は
よ

り
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に

「郷

（里
こ

字
を
伴
わ
な
い
郷

（里
）
名
記
載
も
皆
無
で
は
な
い
。

阿
波
国
那
賀
郡
中
男
海
藻
六
斤
　
和
射翁
平
城
宮
木
簡
　
一
直

一
三

八
三
号
）

。
能
登
国
能
登
郡
鹿
嶋
鯛
陪

□
□

一
斗
五
升

。
　
天
平
八
年
八
月
四
日
　
　
　
　
　
（『概
報

（
二
十
二
送

〓
一四
頁
下
段
）

（３２
）

二
月

・
七
月

・
八
月
の
三
か
月
は
両
郷
で
重
な
る
が
、
そ
れ
で
も
貢
進
例
は
三

月

・
七
月
は

「篠
嶋
」
が
多
く
八
月
は

「
析
嶋
」
が
多
い
の
で
、
奇
数
月
が
篠
嶋

郷
、
偶
数
月
が
析
嶋
郷
と
い
う
原
則
の
存
在
を
想
定
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
不
都
合
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
央
で
の
海
産
物
需
要
の
多
い
月
に
臨
時
に
さ
ら
に
も

う

一
郷
が
贄
貢
進
に
あ
た
る
と
い
う
事
態
も
、
充
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
聞
月
の
披

い
も
臨
時
の
こ
と
が
ら
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
処
置
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
両
郷
の

隔
月
交
互
貢
進
の
原
則
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
り
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（３３
）

両
郷
に
よ
っ
て
贄
貢
進
が
行
な
わ
れ
る
月
の
場
合
は
郡
衡
の
官
人
ら
は
隔
月
交

互
貢
進
の
原
則
で
貢
進
月
に
あ
た
っ
て
い
る
方
の
郷
の
中
心
的
列
点
に
出
向
き
、

そ
こ
で
贄
物
の
収
取
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（３４
）

鯛
楚
割
は
贄
付
札
中
に
四
点
み
え
、
ま
た
付
札
に
み
え
る
佐
米

。
赤
魚

。
宇
波

加

・
須
須
岐

。
毛
都
の
楚
割
は
雑
魚
楚
割
に
相
当
し
よ
う
。

（３５
）
　

『
概
報

（
二
十
二
こ

二
四
貢
上
段
。

（３６
）

同
、
二
三
頁
上
段
。

（３７
）

同
一
二
四
頁
下
段
。

（３８
）

同
（
二
六
頁
。

（３９
）

伊
豆
国
の
調
堅
魚
付
札
の
場
合
重
量

・
員
数
記
載
は
別
筆
の
追
記
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
極
め
て
多
く
、
ま
た
年
月
の
部
分
も
そ
れ
と

一
連
の
追
記
で
あ

る
こ
と
が
あ
る
が
、　
一
方
駿
河
国
の
付
札
で
は
通
常
こ
う
し
た
記
載
は
年
月
と
と

も
に
、
地
の
記
載
の
筆
記
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

両
国
の
間
で
付
札
の
記
載
を
書
き
入
れ
る
際
の
具
体
的
方
法
が
互
い
に
か
な
り
異

な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
伊
豆
国
で
は
地
の
記
載
は
重
量

・
員
教
の

一確
認
検
査
を
経
る
よ
り
前
に
書
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
駿
河
国

で
は
通
常
は
こ
う
し
た
確
認
検
査
が
な
さ
れ
た
の
ち
に
個
々
の
付
札
の
全
記
載
が

各

一
人
の
筆
記
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（４０
）

『
平
城
宮
木
簡
　
一
』
〓
〓
一八

・
三
二
九

・
三
四
〇
号

（三
点
と
も
同

一
人
名

義
）
が
代
表
的
な
例
で
あ
る
が
、
コ
一条
大
路
木
簡
」
中
に
も
本
文
後
掲
の

（史

料
７
・
８
）
の
他
に
次
の
七
例
が
見
出
せ
る
。
伊
豆
国
賀
茂
郡
賀
茂
郷
題
詩
里
矢

田
部
刀
良
の
調
荒
堅
魚
の
付
札
二
点
翁
概
報

（
二
十
二
こ

一
一七
頁
）
、
同
国
那
賀

郡
射
鷲
郷
庭
科
里
宍
人
部
足
国
の
調
堅
魚
の
付
札
二
点

（同
、　
二
九
頁
）
、
同
国

同
郡
都
比
郷
有
覚
里
日
下
部
黒
万
呂
の
調
堅
魚
の
付
札
二
点

（同
上
）
、
若
狭
国

遠
敷
郡
佐
分
郷
岡
田
里
三
家
人
宮
足
の
調
塩
の
付
札
二
点

（同
、　
三
三
頁
下
段
）
、

伊
予
目
和
気
郡
海
部
郷
若
日
下
部
広
嶋
の
楚
割

（調
Ｐ
）
の
付
札
二
点

（同
、
三

九
頁
下
段
）
、
近
江

！国
坂
田
郡
上
坂
郷
戸
主
薮
田
虫
万
昌
戸
の
庸
米
の
付
札
二
点

翁
概
報

（
二
十
四
こ

一
一六
頁
下
段
）
、
同
国
同
郡
同
郷
戸
主
比
流
伊
吹
戸
の
庸
米

の
付
札
二
点

（同
上
）
。

（４．
×
４２
）

『
概
報

（
二
十
二
送

一
〓
一頁
下
段
。

（４３
）

東
野
治
之

「古
代
税
制
と
荷
札
木
簡
」
翁
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
八
六
号
、　
一
九
八
〇

年
、
の
ち
同
氏
著

『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
八
三
年
に
再
録
）
。

（４４
）

倉
庫
令
倉
出
給
条

（『令
集
解
』
職
員
令
２３
主
税
寮
条

・
同
職
員
令
６６
左
京
職

条

・
『
政
事
要
略
』
巻
五
三
交
替
雑
事

〔雑
田
〕
所
引
）。

（４５
）

『
長
岡
京
木
簡
　
一
』
五
三
号
。

（４６
）

同
、
五
五
号
。

（４７
）

今
泉
隆
雄

「
長
岡
京
木
簡
と
太
政
官
厨
家
」
翁
木
簡
研
究
』
創
刊
号
、　
一
九
七

九
年
）
、
同

「
溝
ｓ
Ｄ
一
三
〇

一
出
土
木
簡
の
諸
問
題
」
翁
長
岡
京
木
簡
　
一　
解

説
』
向
日
市
教
育
委
員
会
、　
一
九
八
四
年
所
収
）
①

（４８
）

中
央
政
府
段
階
の
貢
進
物
収
納
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
北
篠
秀
樹

「文
書
行

「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度
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政
よ
つ
見
た
る
国
司
受
領
化
―
―
調
庸
輸
納
を
め
ぐ
っ
て
―
―
ス
『
史
学
雑
誌
』
八

四
編
六
号
、
一
九
七
五
年
）
、
同
「
平
安
前
期
徴
税
機
構
の
一
考
察
」
（井
上
光
貞
博

士
還
暦
記
念
会
編

『
古
代
史
論
叢
』
下
巻
　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

（４９
）

註
（４７
）
に
同
じ
。

（５０
）

『
長
岡
京
木
簡
　
一
』
〓
九
ユ
七
〇
号
。

（５．
）

『
令
義
解
』
職
員
令
３
中
務
省
条

・
『令
集
解
』
職
員
令
同
条
令
釈
所
引
倉
庫

令
逸
文
。

（５２
）

『
類
乗
三
代
格
』
巻
八
調
庸
事
、
寛
平
八
年
閏
正
月

一
日
太
政
官
符
所
引
倉
庫

令
逸
文
。　
な
お
新
訂
増
補
国
史
大
系
本

『
令
義
解
』

お
よ
び
日
本
思
想
大
系
３

『
律
令
』
で
は
前
註
の
逸
文
と
併
せ
て
一
条
を
な
し
て
い
る
が
、
北
條
氏
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
ら
を
同

一
条
と
み
る
に
は
や
や
疑
問
が
あ
る

（北
條
前
掲

論
文

〔註
４８
の
前
者
じ
。

（５３
）

い
う
ま
で
も
な
く
調
帳
や
門
文
に
記
さ
れ
た

「数
」
と
は
令
や
式
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
た
各
種
貢
進
物
の
輸
貢
量
の
合
計
額
で
あ
り
、
調
堅
魚
の
場
合
で
い
え
ば

「
×
連
×
節
」
の
員
荻
記
載
で
は
な
く

「
十

一
斤
十
両
」
の
重
量
記
載
の
方
が
こ

れ
に
相
当
す
る
。

（５４
）
　

（史
料
７
）
の
重
量
が
記
載
さ
れ
た
付
札
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ

っ
て
例
外
的
に
消
費
地
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（５５
）

供
御
料
に
つ
い
て
は
、
内
膳
司
式
に
規
定
が
あ
る
。

（５６
）

『
昭
和
六
十
三
年
度
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概
報
』
盆

九
八
九
年
）

は
、
「
二
条
大
路
木
簡
」
の
う
ち
の
南
側
の
溝
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
内
容
か
ら
、

「
長
屋
王
以
降
で
も
邸
宅
が
し
ば
ら
く
は
公
的
な
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可

能
性
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
各
種
食
料
品
は
、
何
ら
か
の
公
的
な
饗

宴
に
お
い
て
消
費
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（５７
）

保
管
さ
れ
て
い
る
間
に
、
食
料
品
素
材
の
重
量
に
幾
分
の
変
化
が
生
じ
る
こ
と

も
あ
り
得
る
。
あ
る
い
は
大
膳
職
等
の
官
司
で
の
計
量
は
そ
れ
程
厳
密
な
も
の
で

は
な
く
、
付
札
の
輸
貢
量
記
載
に
も
と
づ
い
て
全
体
の
需
要
量
分
の
食
料
品
素
材

を
整
え
る
程
度
の
も
の
で
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（５８
）

な
お
も
と
も
と
重
量
記
載
を
伴
う
付
札
が
二
枚
付
け
ら
れ
て
お
り
、
中
央
検
収

段
階
と
消
費
直
前
の
準
備
段
階
と
に
お
い
て
そ
れ
ら
が

一
枚
ず
つ
取
り
去
ら
れ
た

と
い
う
可
能
性
も
今
の
と
こ
ろ
あ
り
得
な
く
は
な
い
。

（５９
）

計
量
を
経
た
調
理
前
の
段
階
に
お
い
て
は
、
食
品
素
材
の
管
理
上
品
物
の
可
視

的
な
員
数
の
表
示
の
方
が
意
味
を
も

っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
駿
河
国
の
調
堅

魚
付
札
の
場
合
、
最
終
的
な
消
費
段
階
で
員
数
記
載
が
記
さ
れ
た
方
の
付
札
が
残

さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
同

一
の
荷
に
付
け
ら
れ
る
複
数
の
付
札
の
記
載
内
容

を
書
き
分
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
平
城
官
木
簡
　
一
』
〓
一四

一
号
。
本
文
に

（史
料
１１
）
と
し
て
掲
げ
た
。

『
概
報

（十
九
送

一
〓

頁
上
段
。

『
概
報

（四
産

（
一
九
六
七
年
）

一
九
頁
下
段
。

『
概
報

（十
九
こ

一三
二
頁
上
段
。

な
お
こ
の
木
簡
は
〇
三
九
型
式
で
下
端
を

欠
い
て
お
り
、
一異
面
上
端
に
「
堅
魚
」
の
記
載
が
あ
る
が
輸
貢
量
が

「
八
斤
五
両
」

で
あ
る
の
で
、
堅
魚
で
は
な
く
煮
堅
魚
の
付
札
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

同
、
二
一
頁
。

註
（６０
）
に
同
じ
。

「
大
膳

（職
こ

と
記
す
墨
書
土
器

・
木
簡
は
内
裏
北
方
に
集
中
す
る

（立
木
修

「
平
城
官
の
大
膳
職
。大
炊
寮
。内
膳
司
―
―
墨
書
土
器
を
中
心
と
し
た
試
論
―
―
」

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『文
化
財
論
叢
』

同
朋
舎
出
版
、　
一
九
八
三
年
所
収
）
。

（６７
）

志
摩
国
の
調
堅
魚
付
札
は

『
概
報
（十
七
芭

一
〓
一頁
下
段
に
一
点
、
『
概
報
０
一

十
二
正

一
九
頁
上
段
に

一
点
の
計
二
点
。

（６８
）

『
概
報

（十
九
送

二
五
頁
に
一
点
、
同
三
二
頁
に
三
点
。

（６９
）

同
、
二
七
頁
上
段
。

（７０
）

な
お

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
の
伊
豆
国
那
費
郡
入
間
郷
の
浮
浪
人
の
調
堅
魚
付

札

（『概
報

（
二
十
二
産

〓
一〇
頁
上
段
）
に
は
一
斤
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
通
常

66 65 64 68 62 61 60



「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

の
調
堅
魚
の
場
合
と
は
区
別
さ
れ
よ
う
。
な
お
こ
の
付
札
に
は

「
十
連
」
と
い
う

員
荻
記
載
も
併
せ
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
で
後
述
す
る
乾
し
カ
ツ
オ
の
重
量

を
か
考
に
す
れ
ば
、　
一
斤
が
乾
し
カ
ツ
オ
一
〇
連
分
の
重
量
で
あ

っ
た
と
は
到
底

考
え
難
く
、
浮
浪
人
の
調
堅
魚
の
荷
の
取
り
纏
め
に
は
何
ら
か
の
特
別
な
方
法
が

と
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。
ま
た

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
の
伊
豆
国
の
調

堅
魚
付
札
に
は

「
十

一
斤
」
「
十

一
両
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
各

一
点
あ
る
が
、

何
れ
も

「
十

一
斤
十
両
」
の
誤
記
な
い
し
省
略
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（７．
）

主
計
寮
式
上
諸
国
調
条
。

（７２
）

木
簡
に
は
生
堅
魚
や
堅
魚
鮨
も
み
え
る
が
、
調
物
の
場
合
乾
物
以
外
は
み
ら
れ

な
い
。

（７３
）

『
概
報

（
二
十
二
送

一
一四
頁
下
段
の
右
よ
り
二
番
目
の
田
方
郡
棄
妾
郷
の
付

札
は
下
欠
で
あ
り
、
員
数
記
載
は
裏
面
上
端
に

「
五
両
」
が
残
る
の
み
で
あ
る
が
、

こ
れ
を

一
斤

一
五
両
、
七
連
三
節
の
調
荒
堅
魚
付
札
と
見
徴
し
た
。
あ
る
い
は
八

斤
五
両
の
荷
に
取
り
纏
め
ら
れ
る
煮
堅
魚
の
付
札
か
と
も
疑
わ
れ
る
が
、
田
方
郡

の
煮
堅
魚
の
付
札
は
今
の
と
ｔ
ろ
み
ら
れ
ず
、
こ
の
付
札
も
棄
妾
郷
の
調
荒
堅
魚

付
札
群
と

一
連
の
も
の
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
同
概
報
で

は
、
二
五
頁
最
終
行
の
日
方
郡
棄
妾
郷
の
一
斤

一
五
両
の
調
堅
魚
付
札
の
員
数
記

載
を
七
連
三
節
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
が
、
写
真
を
み
る
限
り
で
は

「
七
」
か

と
さ
れ
る
部
分
は
潰
れ
た
字
形
の

「
六
」
の
よ
う
に
も
み
え
、
釈
読
に
つ
い
て
は

何
と
も
い
え
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
例
は
除
い
て
七
連
三
節
は
一
例
と
し
た
。

（７４
）

『
平
城
宮
木
簡
　
一一直

〓
一〇
六
九
号
。

（７５
）
‐
（７７
）

『
概
報

（十
七
産

一
四
頁
。

（７８
）

『
平
城
宮
木
簡
　
一
』
〓
一四
二
号
。

（７９
）
　

「
九
節
」
と
記
さ
れ
た
も
の
は

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
の
駿
河
国
の
調
堅
魚
付

札
に
も
み
え
る
。
「員
八
連
九
節
」
翁
概
報

（
二
十
二
こ

一
〓
一頁
上
段
、
但
し
下

欠
で
品
名
を
欠
く
）
、
「
七
連
九
節
」
（同
、
二
四
貢
上
段
）
。
な
お
官
下
章
氏
も

一

連
は
一
〇
節
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な

い

（宮
下

『
鰹
節
　
上
巻
』
社
団
法
人
日
本
鰹
節
協
会
、　
一
九
八
九
年
）
。

（８０
）

現
在
の
鰹
節
は
雄
節

・
雌
節
と
も

一
節
二
〇
〇
ど
三
〇
〇
グ
ラ
ム
程
度
が
標
準

的
な
よ
う
で
あ
り
、　
一
一
斤

一
〇
両
の
付
札
の
記
載
を
も
と
に
試
算
し
た
約
六
三

を

一
二
九
グ
ラ
ム
と
い
う
値
で
も
や
や
小
さ
す
ぎ
る
感
が
あ
る
。
し
か
し
古
代
の

乾
し
カ
ツ
オ
の
製
法
の
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
そ
れ
程
疑
間
の
残
る
値
で
も
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宮
下
氏
は
古
代
の
堅
魚
の
形
状
に
つ
い
て

「現
在
の
よ
う
に

四
つ
に
割
い
て
か
ら
、
さ
ら
に
半
細
分
な
い
し
三
細
分
し
た
」
の
で
は
な
い
か
と

し
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
焙
乾
法
が
知
ら
れ
て
い
な
い
当
時
に
お
い
て
は

「都
ま

で
の
長
途
の
輸
送
に
際
し
て
も
腐
敗
さ
せ
ぬ
よ
う
に
充
分
乾
燥
さ
せ
る
た
め
に
は
、

細
断
す
る
必
要
が
あ

っ
た
」
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る

（宮
下
前
掲
書

〔註
７９
）
ｏ

（８．
）

本
文
に
記
し
た
よ
う
な
荷
の
取
り
纏
め
の
過
程
に
お
い
て
付
札
木
簡
の
記
載
の

書
き
入
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
か
は
、
今
の
時
点
で
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
。　
一
一
斤

一
〇
両
の
も
の
も

一
斤

一
五
両
の
も
の
も
法
量

・
型
式

・
書
風
な
ど

外
見
上
は
ほ
と
ん
ど
差
果
が
な
く
、
両
者
で
は
記
載
の
書
き
入
れ
段
階
が
全
く
異

な
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し

一
斤

一
五
両
の
も
の
は
コ

斤
十
五
両
　
×
連
×
節
」
お
よ
び
年
月
の
記
載
が
地
と
は
異

筆
の
追
記
で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、　
一
一
斤

一
〇
両
の
も
の
で
は

「
十

一

斤
十
両
」
と
年
月
の
記
載
と
が
地
と
同
筆
で
あ
る
例
が
あ
る
翁
概
報
全
一十
二
送

二
五
頁
右
よ
り

一
・
三
番
目
の
も
の
）
。　
こ
れ
に
よ
れ
ば

一
一
斤

一
〇
両
の
付
札

に
は
実
物
鑑
査
に
も
と
づ
く
追
記
の
段
階
に
先
立

っ
て
地
の
記
載
と
同
時
に
重
量

記
載
お
よ
び
年
月
が
記
さ
れ
た
も
の
が
あ

っ
た

（追
記
は
員
数
記
載
の
み
）
と
考

え
ら
れ
る
が
、　
一
方

一
斤

一
五
両
の
付
札
は
、
地
の
記
載
は
鑑
査
以
前
に
書
か
れ

た
が
員
数

・
重
量
記
載
や
年
月
の
追
記
は
鑑
査
の
時
点
か
そ
れ
以
後
に
書
か
れ
た

と
み
ら
れ
、
付
札
の
記
載
の
記
入
と
具
体
的
な
勘
検
過
程
と
の
関
わ
り
を
考
え
る

う
え
で
興
味
深
い
。
ま
た
寺
崎
保
広
氏
に
よ
っ
て
、
『
概
報

（
二
十
二
こ

所
載
の

棄
妾
郷
の
一
斤

一
五
両
の
調
堅
魚
付
札
五
点
の
う
ち
、
四
点
の
追
記
部
分
は
同
筆

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
際
注
目
さ
れ
る

（寺
崎

「
最
近
出
上
し



た
平
城
京
の
荷
札
木
簡
―
―
伊
豆
国
を
例
と
し
て
―
―
」
鍋
水
茎
』
九
号
、　
一
九

九
〇
年
じ
。

（８２
）

員
数
記
載
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
郷
は
、
乾
じ
カ
ン
オ
を
ま
ず
大
き
さ
に
よ
っ
て

分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
き
さ
の
も
の
毎
に
荷
造
り
す
る
方
式
を
採
用
し
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

（３３
）

な
お

一
連
が

一
斤

一
五
両
と
な
ら
な
い
分
に
は
、
付
札
は
付
け
ら
れ
な
か
っ
た

一　
の
で
は
な
か
ろ
す
か
。

（８４
）

貢
進
物
付
札
を
用
い
た
研
究
で
は
東
野
前
掲
論
文

（註
４３
）
が
最
初
の
も
の
で

あ
ろ
う
。

（８５
）

田
方

。
賀
茂
両
郡
の
付
札
の
場
合
、
日
方
郡
で
郷
の
下
の
里
名
の
表
記
に
一
定

し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
若
干
み
ら
れ
る
こ
と
、
両
郡
を
通
じ
て
年
月
や
員
荻

。
重

量
の
記
載
の
位
置
が
あ
ま
り
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
除
け
ば
、
そ
の
記
載

様
式
は
那
賀
郡
の
も
の
に
比
し
て
は
る
か
に
統

一
性
が
あ
る
。

（８６
）

射
鷲
郷
の
も
の
は
比
較
的
に
記
載
様
式
が
整

っ
て
お
り
、
統

一
性
も
あ
る
。
入

間
郷
の
も
の
は
二
点
あ
る
が
、
二
点
と
も
冒
頭
の

「伊
豆
国
入
間
」
の
部
分
が
同

筆
で
あ
る
の
に
そ
れ
に
続
く
部
分
は
上
と
は
別
筆
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
二
点
の

間
で
も
互
い
に
別
筆
で
あ
る
と
い
う
興
味
深
い
様
相
を
呈
し
て
い
る

（寺
崎
前
掲

論
文

〔註
（３．
こ
）
。
ま
た
都
比
郷
の
も
の
は
貢
進
者
記
載
の
部
分
を
二
行
書
き
に

す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。

（８７
×
８８
）

『
概
報

（
二
十
二
迫

二
八
頁
下
段
。

（８９
）

同
、
二
九
頁
。

（９０
×
９．
）

同
、
二
八
頁
下
段
。

（９２
）

同
、
二
九
頁
。

（９３
）

寺
崎
前
掲
論
文

（註
８．
）
。

（９４
）

『
概
報

０
一十
二
誕

一
一九
頁
、
右
か
ら
四

・
五
番
目
の
二
点
。
な
お
こ
れ
ま
で

奈
良
時
代
の
木
簡
に
み
え
る
射
鷲
郷
と

『
和
名
抄
』
に
み
え
る
石
火
郷
と
が
同
じ

郷
で
あ
る
と
み
る
見
方
が
あ

っ
た
が

（『角
川
日
本
地
名
大
辞
典
　
２２
　
静
岡
県
』

角
川
書
店
、　
一
九
八
二
年
、
「
松
崎
町
」
の
頂
）
、
二
条
大
路
か
ら
新
た
に
石
火
郷

の
記
載
を
有
す
る
木
簡
が
出
土
し
た
の
で
、
両
者
は
別
郷
で
あ

っ
た
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
石
火
郷
は

「
い
し
び
」
郷
で
あ
り
伊
志
夫
神
社
の
所
在
す
る
現
賀
茂

郡
松
崎
町
大
字
石
部
周
辺
に
、
ま
た
射
鷲
郷
は

「
い
わ
し
」
郷
で
同
町
大
字
岩
地

周
辺
に
そ
れ
ぞ
れ
比
定
で
き
よ
う
。
ま
た
射
鷲
郷
の
庭
科

。
和
太
の
二
里
は
そ
れ

ぞ
れ
現
松
崎
町
大
字
岩
科
北
側

・
南
側
の

「
岩
科
」
、
大
字
岩
科
北
側
の
小
字
名

「和
田
」
が
そ
れ
ぞ
れ
遺
称
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

（９５
）

同
、
二
九
頁
右
か
ら
六
番
目

（都
比
郷
）
、

同
、　
二
八
頁
上
段
の
右
か
ら
六
番

目

（丹
科
郷
）
、
同
、
二
九
頁
右
か
ら
二
番
目

（射
鷲
郷
）
。

（９６
）

註
（７０
）参
照
。

（９７
×
９８
）

『
概
報

（
二
十
二
送

〓
一四
頁
上
段
。

（９９
）

同
、
同
頁
下
段
。

（１００
）

『
平
城
宮
木
簡
　
一一正

三
八
九
八
号
。

（１０１
）

同
二
、
三
二
五
五
号
。

（‐０２
）

同
、
三
二
六

一
号
。

（‐０３
）

『
概
報

（十
九
送

二
四
頁
上
段
。

（‐０４
）

『
平
城
宮
木
簡
　
一
』
〓
一九
九
号
。

（‐０５
）

東
野
治
之
前
掲
論
文

（註
４３
）
ヽ
櫛
木
謙
周

「
律
令
制
下
に
お
け
る
米
の
貢
進

に
つ
い
て
」
翁
続
日
本
紀
研
究
』

二
〇
五
号
、　
一
九
七
九
年
）
。
但
し
両
氏
の
間

で
は
、
こ
の
よ
う
に
春
成
を
集
団

（あ
る
い
は
個
人
）
毎
に
わ
り
あ
て
る
方
式
が
、

古
稲

（正
税
穎
稲
の
う
ち
の
出
挙
に
出
さ
れ
る
分
以
外
）
を
春
く
場
合
に
限
ら
れ

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

（‐０６
）

『
令
集
解
』
賦
役
令
３７
雑
鶴
条
の
古
記
で
は

「
御
贄
掲
贄
送
」
に
は
雑
得
を
あ

て
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

『
類
乗
三
代
格
』
公
根
事
所
収
、
弘
仁

一
三
年

（八
三
二
）
聞
九
月
二
〇
日
太
政
官
符
に

「採
“重
薦^
一丁

【国
別
二
人
。
不
レ
貢
ユ

御
贄
一国
不
レ在
二
此
限
習
」
、
「採
二甘
葛
汁
蜜
及
猪
膏
等
一丁

〔不
レ
進
レ官
国
不
レ

在
二
此
限
習
」
と
い
っ
た
贄
物
の
荷
造
り
に
用
い
る
黒
薦
や

『
延
喜
式
』

に
贄
と
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し
て
み
え
る
甘
葛
汁
蜜

（甘
葛
煎
）
を
採
取
す
る
得
丁
の
こ
と
が
み
え
る
。
さ
ら

に
贄
貢
納
を
行
な
う
雑
供
戸
が
調
雑
得
免
な
い
し
雑
径
免
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
解

体
過
程
で
得
丁
差
発
に
よ
る
調
達
の
方
式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
点
も
、
贄
の

調
達
に
雑
絡
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
か
な
り
多
く
あ
り
得
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

玄
０
。

（‐０７
）

東
野
前
掲
論
文

（註
４３
）
０

（‐０８
）

同
溝
か
ら
出
上
し
た
木
簡
に
み
え
る
年
紀
は
、
霊
亀
二
年

（七

一
六
）
ど
天
平

勝
宝
八
歳

（七
五
六
）
と
な

っ
て
お
り
、
概
し
て
奈
良
時
代
前
半
の
年
紀
が
多
く

み
ら
れ
る
。

（‐０９
）

木
津
郷
の
も
の
は

『
概
報
全
一十
二
こ

〓
一四
頁
下
段
、
草
持
郷
の
も
の
は

『
概

報

（
二
十
四
産

一二
八
頁
上
段
。

な
お
こ
の
二
点
と
東
二
坊
坊
間
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ

四
六
九
九

（
一
九
三
次
Ａ
区
）
か
ら
出
上
し
た
青
郷
の
贄
付
札

（『概
報

（
二
十

一こ
』

一
九
頁
上
段
）
と
は
、
木
簡
自
体
の
つ
く
り
も
文
字
の
書
体
も
互
い
に
か

な
り
よ
く
似
て
い
る
。

（１１０
）

但
し
郷
名
不
切
の
次
の
よ
う
な
付
札
が
あ
る

（『概
報

（
二
十
三
こ
、　
一
九
頁

下
段
）
。若

狭
日
遠
敷

郡
剛
剛

胎

一
斗

ュ
升

品
名
か
ら
み
て
お
そ
ら
く
贄
の
付
札
と
思
わ
れ
、
法
量
も

「□
塙
」
と
記
さ
れ

た
タ
イ
プ
の
同
郡
の
贄
付
札
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
が
、
〇

一
一
型
式
で
し
か
も

「
一
斗
五
升
」
と
容
量
の
記
載
が
あ
る
。
例
外
的
な
も
の
と
し
て
処
理
で
き
る
か

ど
う
か
、
今
後
検
討
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（１１１
）

『
概
報

（
二
十
二
と
、
三
四
頁
上
段
。

（‐‐２
）

東
野
前
掲
論
文

（註
４３
）
ヽ
櫛
木
前
掲
論
文

（註
ｌｏ５
）
０

（鮒
）

前
掲
拙
稿

（註
１８
）
ｏ

（幽
）

狩
野
久

「御
食
国
と
膳
氏
―
―
志
摩
と
若
狭
―
―
」

（坪
井
清
足

・
岸
俊
男
編

『古
代
の
日
本
　
５
』
角
川
書
店
、　
一
九
七
〇
年
所
収
、
の
ち
同
氏
著

『
日
本
古

代
の
国
家
と
都
城
』
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
〇
年
に
再
録
）
、
長
山
泰
孝
前

掲
論
文

（註
５
）
、
長
田
博
子

「
日
本
古
代
の
贄
に
つ
い
て
―
―
そ
の
歴
史
と
宗

教
性
―
―
」
翁
お
茶
の
水
史
学
』
三
〇
号
、　
一
九
八
七
年
）
。

（‐‐５
）

前
に
触
れ
た
よ
う
に
同
郡
木
津
郷

。
車
持
郷
の
贄
付
札
も
そ
れ
ぞ
れ
一
点
ず
つ

見
出
さ
れ
た
が
、
青
郷
の
も
の
が
依
然
荻
の
う
え
で
は
群
を
抜
い
て
い
る
。

（‐‐６
）

筑
摩
御
厨
か
ら
の
贄
貢
納
に
関
わ
る
木
簡
か
と
も
み
ら
れ
る
も
の
が

一
点
知
ら

れ
て
い
る
が

翁
平
城
宮
木
簡
　
一
直

一
一七
八
三
号
）
、
記
載
様
式
は

一
般
の
貢
進

物
付
札
と
は
や
や
あ
り
か
た
を
果
に
し
て
お
り
、
幾
分
帳
簿
的
で
あ
る
よ
う
に
窺

わ
れ
る
。

（‐‐７
）

『
概
報

（
二
十
二
送

〓
一四
頁
上
段
。

（‐‐８
）

宮
内
省
式
諸
国
例
貢
御
贄
、
内
膳
司
式
諸
国
貢
進
御
贄
年
料
。

（‐‐９
）

主
計
寮
式
上
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
同
国
の
調
は
絹

。
薄
鰻

・
烏
賊

。
黙
海
鼠

・

雑
騰

。
鰻
甘
鮨

。
雑
鮨

・
賄
貝
保
夜
交
鮨

・
甲
扇

。
凝
菜

・
塩
、
中
男
作
物
は
紙

・
蜀
椒
子

・
海
藻

・
鯛
楚
割

・
雑
鮨

・
雑
借
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
木
簡
か

４ら
知
ら
れ
て
い
る
同
国
の
贄
物
を
み
て
み
る
と
、
多
比

（鯛
）
静
は
主
計
寮
式
の

同
国
調
の
雑
鮨
に
、
伊
和
志
謄

・
鯛
謄

・
加
麻
須
謄
は
雑
謄
に
、
賂
貝
富
也
交

（井
）
作
は
胎
貝
保
夜
交
鮨
に
、
鰻
締
は
鮫
甘
鮨
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
し
そ
う
で
あ

る
。　
一
方
式
の
調
の
品
目
と

一
致
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
海
細
螺

・
宇
（
な
ど

何
れ
も
賦
役
令
１
調
絹
絶
条
や
主
計
寮
式
上
諸
国
調
条
ｔ
調
物
と
し
て
み
え
る
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。

（‐２０
）

『
平
城
宮
木
簡
　
一
直

一
一七
八
六
号
。

（‐２‐
）

『
平
城
宮
木
簡
　
四
』
四
六
六
八
号
。

（‐２２
）

『
概
報

（
二
十
二
産

〓
一五
頁
上
段
。

（‐２３
）

『
概
報

（
二
十
四
正

一
一九
頁
上
段
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

（‐２４
）

同
、
同
頁
下
段
。

（‐２５
）

同
、
三
〇
頁
下
段
。

（切
）

『
概
報

（十
七
遜
　
一
四
頁
所
載
の
次
の
木
簡
も
、
中
男
作
物
の
海
藻
が
贄
と
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し
て
貢
進
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

一
例
か
と
み
ら
れ
る
。

因
幡
国
気
多
郡
勝
部
郷
中
男
勝
部
人
床
呂
作
物
海
藻
日
回
壱
籠
四
斤
　
奉
口

「
海
藻
」
に
続
く
二
字
分
は
（史
料
２９

。
３０
）
の
例
を
参
考
と
す
れ
ば
、
「御
贄
」

ま
た
は

「
大
贄
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（‐２７
）

『
概
報

（
二
十
四
正

一
一九
頁
上
段
。

（‐２３
）

『
概
報

（
二
十
二
送

〓
一五
頁
上
段
。

（‐２９
）

東
野
治
之

「志
摩
国
の
御
調
と
調
制
の
成
立
」
翁
日
本
史
研
究
』

一
九
二
号
、

一
九
七
八
年
、
の
ち
同
氏
著

『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
に
再
録
）
。

（‐３０
）

『
延
喜
式
』
主
計
寮
式
上
の
規
定
に
も
、
同
国
中
男
作
物
と
し
て
海
藻
が
み
え

ソ
０
。

（‐３‐
）

『
概
報

（十
六
こ

七
頁
上
段
、
『
概
報

（十
九
送

〓
〓

頁
。　
な
お
前
者
に
は

「神
亀
三
年
六
月
十
七
日
」
と
日
付
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
①

（‐３２
）
　

「雑
魚
楚
割
」
は
賦
役
令
１
調
絹
絶
条
、
『
延
喜
式
』
主
計
寮
式
上
に
み
え
、

後
者
で
は
志
摩

・
参
河

・
豊
前
三
国
が
調
と
し
て
輸
し
て
い
る
。
木
簡
に
も

「
調

楚
割
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
み
え
る

（『
平
城
官
木
簡
　
一一直

〓
一〇
七
〇
号
、
『
概

報
六
四
送

四
頁
上
段
）
。

（‐３３
）

主
計
寮
式
上
で
は
鮒
謄
は
隠
岐
国
の
調
に
、
乾
鮎
は
肥
後
国
の
調
に
そ
れ
ぞ
れ

み
え
て
い
る
。

（‐３４
）
　

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
に
は
贄
の
煮
堅
魚
の
付
札

（『概
報

（
二
十
二
証

一
〓
一

頁
下
段
、
国
衡
様
書
風
）
、
贄
の
鮫
謄
の
付
札

（同
、
三
二
頁
上
段
、
二
点
）
、
贄

の
鰻
締
の
付
札

（『概
報

（
二
十
四
産

二
八
頁
下
段
）
が
み
え
る
が
、
『
延
喜
式
』

制
で
は
堅
魚
や
優
の
加
工
品
は
調

。
中
男
作
物
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
贄
で
こ
れ

ら
を
貢
進
す
る
こ
と
は
み
え
な
い
。

な
お
そ
れ
ら
と
は
逆
に
、
『
延
喜
式
』
制
で

は
贄
の
代
表
的
品
目
の
一
つ
で
あ
る
羅

（若
）
海
藻
を
調
と
し
て
貢
進
す
る
こ
と

を
記
す
隠
岐
国
周
吉
郡
山
部
郷
市
厘
里
の
付
札
が

「
二
条
大
路
木
簡
」
中
に
一
点

見
出
さ
れ
る

（『概
報

（
二
十
二
こ

一三
ハ
頁
下
段
）
。
最
後
の
例
は
非
常
に
奇
異

な
印
象
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
如
何
な
る
事
情
に
よ
る
も
の
か
は
明
ら
か

で
は
な
い
。

（‐３５
）

例
え
ば
天
平
二
年
太
政
官
処
分
で
は
食
料
品
が
豊
富
で
な
い
国
を
含
め
て
諸
国

一
般
が
贄
を
貢
進
す
べ
き
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
『
延
喜

式
』
制
の
段
階
で
は
贄
を
貢
進
す
る
国
は
あ
る
程
度
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。

付
録
　
参
河
国
播
豆
郡
諸
島
贄
付
札

一
覧

１
　
参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
正
月
料
御
贄
赤
籠
、
捌
赫
鯖

翁
平
城
宮
木
簡

２
　
参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
七
月
料
御
贄
参
籠
並
佐
米

３
　
参
河
国
播
豆
絲
篠
嶋
海
部
供
奉
五
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
回
斤

４
●
参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
五
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

・
参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
供
奉
二
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

５
　
□
参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
五
月
料
佐
米
楚
割
六
斤

６
　
か
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
七
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

７
　
参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
八
月
料
御
口

〔月

料

御

贄

佐
と

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
五
□
□
□
□
□
日

〔
料
力
〕

□
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
五
月
□
口

参
河
国
播
豆
郡
篠
同

〔篠

嶋
と

か
河
国
播
豆
郡
□
□
口

家
河
国
播
豆
稚
酢
随
海
．酌
配
日
日

〔供
力
〕

回
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
□
奉
同

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
口

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
同

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
六
月
料
御
贄
佐
米
楚
同

16 15 14 13  12  11  10  9   8

同 同 同 同 同 同 同 同

八 八

号 号

一
』
三
六
四
号
）

（同
、
三
六
五
号
）

（同
、
三
六
六
号
）

（同
、
三
六
七
号
）

（同
、
三
六
九
号
）

（同
、
三
七
〇
号
）

（同
、
三
七
六
号
）

（同
、
三
七
八
号
）

三
八
七
号
）

三
八
九
号
）

三
九
〇
号
）

二
九
二
号
）

二
九
七
号
）

一三
ハ
三
号
）



「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

38 37    36 35 34  33 32  31 30

同 同 同 同

63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

29 28 27 26 25 24 23 22 21  20  19 18 17

49 48 47 46 45 44 43 42 41

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
八
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

（同
、

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
六
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六〔匝
耶
同
、

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
同
日
回
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

（同
、

〔播
力
〕

幽
豆
郡
析
□
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、

家
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
〔鴎
脳
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

（同
、

家
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、

家
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、

一日
日
日
日
日
日
日
日
日
――
日
日
四
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

（同
、

日
供
奉
七
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、

回
供
奉
七
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、

回
酪
陀
九
月
料
御
贄
宇
波
加
楚
割
六
斤
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、

□
鳴
海
部
〔酔
酢
配
日
――
回
贄
佐
．酪
配

三
六
八
号
）

三
七

一
号
）

三
七
二
号
）

三
七
四
号
）

三
七
五
号
）

三
八
一
一号
）

三
八
八
号
）

二
九

一
号
）

三
七
三
号
）

三
七
七
号
）

三
七
九
号
）

三
八
〇
号
）

三
八

一
号
）

三
八
四
号
）

三
八
五
号
）

三
九
二
号
）

三
九
四
号
）

（同
、
三
九
五
号
）

（同
、
三
九
六
号
）

Ш
国
掻
同
日
□
嶋
海
部
供
奉
六
日

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
．酔
定
平
十
八
年
十
二
月
料
御
贄
佐
米
肺
六
斤

翁
概
報

（四
）
』
四
頁
上
段
）

（同
右
）

参
河
国
〔酪
酢
配
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

参
河
国
．酢
配
郡
析
嶋
海
部
供
奉
二
月
新
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

令
概
報

（十
五
送

一
一
一頁
）

翁
概
報

（十
七
送

一
三
一頁
下
段
）

参
□
国
播
豆
郡
析
鳴
御
口

参
河
目
芳
図
郡
比
莫
鳴
海
部
供
奉
九
月
料
御
贄
佐
米
六
斤

翁
概
報

（十
九
送

一
一〇
頁
下
段
）

参
河
国
芳
図
郡
比
莫
嶋
海
部
供
奉
九
月
料
御
贄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

赤
川
国
芳
図
郡
比
莫
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

赤
河
国
芳
図
郡
海
部
供
奉
九
月
料
□
回
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
芳
図
郡
海
部
供
奉
日
　
　
回
六
斤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
芳
図
郡
回
回
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、
二
一
頁
上
段
）

参
河
国
芳
図
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

な
河
国
芳
豆
郡
比
莫
嶋
海
部
供
奉
四
月
料
大
贄
黒
鯛
六
□

（同
、
三
三
頁
上
段
）

回
年
二
月
料
御
贄
宇
波
加
六
斤
　
　
　
　
　
　
（『概
報

（
二
十
送

八
頁
下
段
）

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
七
月
料
御
贄
佐
米
六
斤

Ｓ
概
報

（
二
十
二
産

七
頁
上
段
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
正
月
料
御
贄
須
々
岐
楚
割
六
斤

（同
、
一
一〇
頁
下
段
、以
下
８２
ま
で
ヽ
お
よ
び
８５
‐
９０
ま
で
は
コ
一条
大
路
木
簡
も

か
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
二
月
料
御
贄
赤
魚
楚
割
六
斤
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
鳴
海
部
供
奉
二
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
二
月
料
御
贄
宇
波
賀
楚
割
四
斤

一
両

　

（同
右
）

赤
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
七
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
　
　
　
　
（同
右
）

赤
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
閣
七
月
料
御
贄
鯛
楚
割
六
斤
　
　
　
　
（同
右
）

同
　
□
□
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
十

一
月
料
御
贄
日
□
楚
割
六
斤
太
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
十

一
月
料
御
□
日
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、
二
一
頁
上
段
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
日
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
二
月
料
御
贄
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
二
月
料
御
贄
宇
波
賀
楚
日
□
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
日
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
四
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
　
　
　
　
（同
右
）

回．酢
記
供
奉〔匹
醒
酢

参
河
国
矮
豆
口

一豆

カ

□
□
□
御
贄
須
須
岐
楚
割
六
斤

□
七
月
料
．印
酔
酢
紀
楚
割
六
日

〔供
力
〕

□
同

（同
、



87 86    85 84    83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70     69 68 67 66 65 64

90 89 88

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
、
同
頁
下
段
）

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
四
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

宏
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
四
月
料
御
毀
佐
米
楚
割
六
斤

赤
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
六
月
料
御
贄
日

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
六
月
料
御
日

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
郷
海
部
供
奉
七
月
料
御
贅
鯛
楚
割
六
斤

・
回
豆
郡
折
嶋
郷
海
部
供
奉
八
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

・　
海
部
首
相
佐
米

口
Ш
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
八
月
料
同
国
佐
米
楚
割
六
斤

赤
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
八
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

参
河
国
同
十‐
日
析
嶋
海
部
供
奉
十
月
日

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
十
月
料
御
贄
毛
都
楚
割
六
斤

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
同

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
八
日

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
同
□

宏
河
国
播
豆
郡
析
嶋
口

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
、

回
海
部
供
奉
六
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

□
奉
二
月
料
御
贄
毛
都
楚
割
六
斤

□
□
月
料
御
贄
毛
都
楚
割
六
斤

参
河
国
播
豆
郡
□
嶋
海
部
供
奉
□
月
料
日

か
河
国
播
豆
郡
篠
鳴
海
部
供
奉
七
月
料
御
贄
佐
米
六
斤

ら
概
報

（二
十
三
産

一
九
頁
上
段
）

参
河
国
緒
豆
郡
篠
嶋
日
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
九
月
料
御
贄
鯛
楚
割
六
斤

翁
概
報

（
二
十
四
送

一一四
頁
上
段
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
嶋
郷
回
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
篠
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
右
）

参
河
国
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
六
月
料
御
贄
佐
米
斐
割

赤
河
国
播
豆
郡
析
嶋
郷
海
部
供
奉
八
月
料
御
贄
鯛
楚
割
六
斤

□
嶋
海
部
供
奉
八
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
（
一
九
九
一
年
九
月

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

二
二
頁
上
段
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

（同
右
）

一
〇
日
脱
稿
）




